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◎議長開会宣告 

○議長（山川 豊君） ただ今から、第２２回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 36 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（山川 豊君） 開会にあたり、市長より招集のごあいさつがございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 本日、ここに第２２回あわら市議会定例会が開会されるにあた

り、ご挨拶を申し上げます。 

議員各位におかれては、ご多用の中をご出席いただき、提案いたしました各種案件

をご審議賜りますこと、厚く御礼を申し上げます。 

さて、このたびの市長選挙におきまして、市民の皆さまのご支援を賜り、市長に就

任いたしました。今さらながら、その責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いでご

ざいます。 

今回の市長選挙は「中学校の統合か」あるいは「２校の存続か」を問う、ある意味

で異例の選挙でありましたが、私は、選挙という形はとられたものの、これは、中学

校問題に対する「住民投票」に近いものであったと理解しており、結果として、二つ

の中学校を残してほしいと言う住民の意思表示がなされたものであったと考えてお

ります。 

しかし、今後の市政や財政に不安を抱かれる議員や市民の方々がおられることも十

分に認識いたしております。これからの円滑な市政運営を考えたとき、異なる意見に

も耳を傾けながら、まずは、市民の融和を図っていくことが重要な条件整備であると

思っております。 

そこで、私の施政方針と言いますか、選挙公約に掲げた事項について申し上げたい

と思います。 

先ず、中学校の２校存続に向けた取り組みについて申し上げます。現在、担当部署

に対しまして、２校存続を前提とした財政見通しとそのシミュレーションを行なうよ

う指示しているところでございます。 

ご承知のとおり、芦原中学校の状況が深刻化しておりますので、早期の改築に取り

かかりたいと考えております。また、金津中学校につきましても早急に耐震診断を行

ない、大規模改修の取り組み方と併せて、その結果次第では、改築の必要性について

も協議していきたいと考えています。 

いずれにしましても、いかに健全な財政運営を行なうかが最大の課題でありますの

で、２校存続を前提とした財政計画を議会の皆様に早期にお示しして、ご理解がいた

だけるよう最大限の努力を払ってまいりたいと考えております。 

また、これらの経過につきましては、逐次、市民の皆さまにもお示しし、不安を早
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期に払拭できるよう努めてまいります。 

次に、「若い世代が住み、産み、育てたくなるまちづくり」について申し上げます。

人口の減少傾向が続く本市にあっては容易ならざる事柄でありますが、これに向けて

努力することは極めて価値があると考えております。そのためには、例えば、住環境

の整備や企業の誘致、福祉の充実、学校の教育環境など、多くの政策が有機的に絡み

合うことが必要になります。 

このようなまちづくりができれば、それは理想的な自治行政になるはずだと常々考

えていただけに、遠大な目標ではありますが、チャレンジしたいと思います。「若い

世代が住み、産み、育てたくなるまちづくり」を政策決定の価値基準とし、各種政策

に指向性を与えたいと考えております。 

次に、「市民感覚で透明な行政運営」を進めたいと考えております。個別の事務事

業について成果主義を導入した行政評価を行ない、適宜、改善を加えるとともに、市

民の皆さまに向けて、正確に分かりやすく表現するなどして情報公開に努めます。 

将来、私自身が判断に迷う課題もありましょうし、あるいは市民同士の利害が対立

する場面も起きるかと思いますが、情報を共有して一緒に考えていただくことが重要

です。私は、議会同様、市民の皆さまの良識を信じます。 

最後に、「第二の合併を視野に入れた市政」を進めたいと思います。時代状況を考

え、また、今次の合併の経緯を振り返ったとき、やはり、行政体も今にとどまること

はできないと思います。また、私は、第二の合併を望んでいる市民が多いのではない

かとの認識も持っております。合併がいつ、どのような規模になるのか、相手のある

ことですので明言はできませんが、次に合併するとなれば、市民レベルでの本質的な

議論が期待できると思います。行政はその動機付けの役割を果すべきと考えておりま

す。 

以上、私が選挙公約として掲げた事項、４点を中心に、施政方針として申し上げま

したが、いずれも、「権力の源泉は市民にある」との認識に立ち、市民の目線での行

政運営に努めてまいります。 

なお、中学校建設以外のことにつきましては、当面は、従来の路線に沿いながら対

応してまいりたいと考えておりますので、議員各位をはじめ、市民の皆さまのご支援

とご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

本日提案いたしました案件は、専決処分に関するもの１議案、繰越明許費に関する

もの２議案、平成１９年度あわら市一般会計補正予算をはじめとする予算に関するも

の４議案、条例の改正に関するもの１議案、市道路線の認定に関するもの１議案の計

９議案の審議をお願いするものであります。 

各議案の提案理由につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何とぞ慎重な

るご審議いただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げまして、招集

のご挨拶といたします。 
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◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 
よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 局長。 
〇局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 
５月２１日招集の第２１回臨時会において議決されました諸議案につきましては、

５月２２日付けで市長宛てに会議結果の報告を行なっております。 
次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案９件であります。 
本定例会の説明出席者は市長以下１２名であります。 
以上でございます。 

 
 
◎行政報告 

○議長（山川 豊君） 市長の行政報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 
まず、市長室関係について申し上げます。 
秘書広報課所管では、去る３月２３日、芦原社会福祉センター２階大会議室におき

まして、｢藤野厳九郎と魯迅胸像除幕式｣を行ないました。 
この除幕式には、北京魯迅博物館の孫毅館長、中華人民共和国駐日本国大使館の李

東翔公使参事官をはじめ、議員各位など約８０名の方々のご参加をいただきました。 
除幕式には、惜別百年記念事業の一つであり、北京魯迅博物館とあわら市が二人の

胸像を相互に交換したものでございますが、あわら市では、これを契機に北京魯迅博

物館、東北大学、そして紹興市と連携しながら、お二人の師弟愛を広く、また将来に

わたって伝えるとともに、併せて日中友好交流の推進を図っていきたいと考えており

ます。 
次に、市民皆さまに対する弔電の廃止について申し上げます。これまで、市民の方

が亡くなられた際には、市長名で、喪主宛てに弔電をお送りしておりました。このこ

とは、亡くなられた方に対し、あわら市から哀悼の意を表するものでございますが、

経費節減の意味合いからも、この際、弔電を差し控えさせていただくことにいたしま

した。 
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また、私が議員のときに行っておりました、一般の方へのお通夜やお葬式へのお参

りにつきましても、できる限り控えさせていただきたいと考えております。 
もとより、亡くなられた方々に対しましては、市政に対するご尽力に感謝の念と哀

悼の意を捧げるものであり、衷心よりお悔やみ申し上げるものでございますので、議

員各位と市民の皆さまのご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 
次に、総務部関係について申し上げます。 
総務課所管では、本年４月からあわら市男女共同参画推進条例が施行されたところ

でありますが、これに基づき基本計画の策定や男女共同参画の推進に関する重要な事

項を調査、審議するためのあわら市男女共同参画審議会委員を５月１日付で委嘱いた

しました。委員の構成は、市議会代表としての丸谷総務常任委員長をはじめ、計１５

人の方々に委嘱をさせていただいております。 
第１回の会議を５月２４日に開催し、あわら市の状況や本年度の男女共同参画推進

について協議したところであります。今後もこの条例を基に、市と市民、事業者の協

働の下、男女共同参画社会の実現に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えており

ますので、皆様方には、より一層のご協力をお願いいたします。 
次に、市民福祉部関係では、生活環境課所管のコミュニティバスの平成１８年度の

利用状況について申し上げます。 
坪江北部・細呂木東部方面の北ルート１号線が、６，２９４人、１便当たり３．４

人、細呂木・吉崎方面の北ルート２号線が、１万８，４３５人、１便当たり１０．１

人、浜坂・富津など北潟方面の北ルート３号線が、４，６４７人、１便当たり２．１

人、観光ルートの北ルート４号線が、２，８８４人、１便当たり１．６人、伊井・坪

江・剱岳方面の南ルート１号線が、８，２９８人、１便当たり４．５人、新郷・本荘

方面の南ルート２号線が、１，３８２人、１便当たり０．８人、延べ４万１，９４０

人、１日当り１１４.９人、１便当り３.７人でありました。 
いちばん多い乗車は、細呂木・吉崎方面の北ルート２号線で、次が伊井・坪江・剱

岳方面の南ルート１号線となっております。これらの路線は、これまで市営バスや福

祉バスが運行をしていたこともあり、比較的利用者数が多くなっております。 
また、乗車の年代別としては、約半数の２万３，８０１人が６５歳以上の方々の利

用であり、小学生・中学生は約 4分の１の１万１，６１０人、残り６，５２９人は６
４歳以下の方々の利用となっております。 
この１年の実績からもわかるように、新郷・本荘方面の南ルート２号線で、もっと

も利用者が少ないことから、昨年実施したアンケート調査の結果を踏まえ、新郷・本

荘方面を走っている路線バスとの調整を行ない、利用者の増につながるような路線変

更と時間短縮を図って参りたいと考えております。 
交通弱者にとって、バス交通の果す役割は非常に大きく、地域の身近な情報や市民

相互のつながり、ひと時の語らいの場として、今後も継続的な維持・確保が期待され

ています。 
このようなことから、今後も、一人でも多くの方に乗っていただけるよう、実績や
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要望等を踏まえ、市地域生活交通活性化協議会にも諮問をしながら、利用者のニーズ

に即した運行を行なって参りたいと考えております。 
次に、子育て支援室所管では、昨年から準備を進めておりました市立北潟幼児園の

民営化が、予定どおり実施され、本年４月１日から社会福祉法人アイリス福祉会が運

営を行っております。 
今後は、延長保育、乳幼児保育など諸保育事業に積極的に取り組み、また、自然環

境に恵まれた中で、地域の食材を使っての給食を実施するなど地域に根ざした幼児園

として事業を展開していくこととなります。 
次に、経済産業部関係について申し上げます。 
まず、農林水産課所管では、平成１９年度から始まります「品目横断的経営安定対

策」と「農地・水・環境保全向上対策」の取り組み状況について、ご報告いたします。 
最初に「品目横断的経営安定対策」についてでありますが、１９年度産秋まき麦に

つきましては、昨年の１２月議会でカバー率を９５％と、ご報告しております。今回

は、水稲における申し込みの状況について、ご報告申し上げます。 
平成１９年産の市全体の水稲作付面積は１，８７３ha で、既に９６６ha の加入申
請がなされており、水稲のカバー率は約５２％となります。ちなみに、県下全体での

カバー率は２１％で、本市の取り組みは県下トップの率と聞いております。 
次に、「農地・水・環境保全向上対策」の取り組みについて申し上げます。 
本事業の取り組みは、社会の共通資本である農地・農業用水等の資源を適正に保全

し、質的向上を図るための「共同活動支援」部分と、農業を行なう上で化学肥料や化

学合成農薬の使用を大幅に低減するなど、環境負荷を軽減する営農活動を支援する

「営農活動支援」部分に分けられます。 
本市といたしましても、先ずは「共同活動支援」に対して、全集落が取り組めるよ

うに市負担分を全額当初予算に計上するとともに、集落に出向き説明会を行なうなど

啓蒙活動に努めて参りました。最終的には地域や集落の事情から９２集落のうち、８

５％に当たる７８集落が取り組みに参加することとなり、面積にすると約９割をカバ

ーする状況となっております。 
これもまた、県全体の取り組み状況が５８％となっているなか、県下トップの率と

なっております。 
なお、「営農活動支援」につきましては「共同活動支援」が前提となり、その取り

組み状況に大きく左右されることや、実施のための要綱要領が具体的に定まっていな

いなどの曖昧な点を考慮し、これまで、取り組みを見合わせておりました。しかしな

がら、国・県からの強い要請もあり、本市といたしましても今後、予算措置や取り組

み状況を再度検討し、その要請に応える形で支援して参りたいと考えております。 
最後に、あわら市の合併をきっかけに、ＪＡ花咲ふくいと共催をしてきました「食

のまつり inあわら」につきましては、今年で４年目を迎えることになりますが、これ
まで同様、トリムパークかなづを会場に、６月２３日と２４日の両日にわたり開催を

予定しており、今後とも、このような事業をとおして地域農業の振興に努めて参りた
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いと考えております。 
観光商工課所管では、坂井市と組織している芦原温泉駅ブロック観光開発協議会の

運営する芦原温泉駅観光センターを、ＪＲ芦原温泉駅舎１階の売店跡に移転し、４月

１日より業務を開始いたしております。空調設備のある待合室に各種パンフレットな

どを豊富に備えた施設となっており、これまで以上におもてなしの心溢れる観光セン

ターとして、多くのお客様にご利用いただけるよう努めて参りたいと考えております。 
また、４月１４日と１５日の両日、中日本高速道路株式会社と中日本エクシス株式

会社が主催する「北陸道春まつり２００７」に参加し、南条の上下２つのサービスエ

リアにおいて、観光協会と連携し、あわら芸妓・舞妓による手踊りの披露や旅館女将

のＰＲトークなど、あわら市の観光宣伝を実施したところです。このような、高速自

動車道路における観光宣伝の試みは初めてであり、お客様の約８割が自動車利用であ

るあわら温泉にとって、福井県の嶺北地域の玄関口ともいえる南条サービスエリアに

おいて観光宣伝ができたことは、十分なる効果があったものと判断しております。 
次に、４月１９日から２２日までの４日間、千葉県の幕張メッセで開催された「旅

フェア２００７」に観光ＰＲブースを出展いたしております。福井県を代表しての出

展となりましたが、観光協会や旅館組合との協力のもと、全国の有名観光地と肩を並

べ、１５万人を超える全国からの来場者へ、本市の存在と魅力を強力にアピールでき

たものと考えております。 
最後に、今回で２２回を数える「あわら北潟湖畔花菖蒲まつり」が６月１０日から

開催されます。本市を代表する初夏の風物詩として定着し、県内外から訪れる多くの

鑑賞客に、丹精込めて栽培した花菖蒲の美しさはもとより、風光明媚な北潟湖周辺の

優れた自然を楽しんでいただいております。議員各位におかれましてもぜひご来園い

ただきますようご案内申し上げます。 
次に教育委員会関係について申し上げます。 
まず、文化学習課所管では、金津地区に６館、芦原地区に３館のあわせて９の公民

館があり、それぞれの地区で管理運営の形態に違いがあることから、これらの管理形

態の統一が大きな課題になっておりました。 
特に、金津地域においては、１人の公民館長が２つの公民館の館長を兼務し、それ

ぞれ半日の開館で運営していたことから、「丸一日の開館として欲しい」との強い要

望が出されていたところであります。 
このため、平成１９年度から中央公民館を統括館と位置付け、他の８館は地区館と

して嘱託館長及び嘱託事務職員を配置し、１日の開館として、地域の皆様のご要望に

応えていける体制を整えたところでございます。 
なお、剱岳公民館は、嘱託館長を配置したほか、事務職員の配置やその他の管理運

営につきましては、将来の指定管理者制度導入を視野に入れ、試行的に剱岳文化共栄

会に委託いたしております。 
今後も、地域の多くの皆様方に公民館を利用していただくとともに、地域の独自性

をもった生涯学習の拠点として、活発な活動が展開するように努めてまいりたいと考
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えております。 
続きまして、金津創作の森所管について申し上げます。３月３日から１１日まで、

ガラス工房講座生展、グラスワーク２００７を開催いたしました。ガラス工房のガラ

ス講座生が１年間学んだ成果を発表し、３７名が出品しております。 
３月１５日から２５日まで、第９回グラスワークショップ２００７を開催いたしま

した。オープン当初から海外の一流作家を招待し、今回はメキシコ、イギリスの講師

のもと、全国から２５名の方々が受講いたしました。最終日には、公開制作やオーク

ションを開催いたしております。 
３月１７日から２５日まで、第８回陶芸教室作品展「森のこころ・森のかたち」を

開催いたしました。陶芸教室の受講生の発表会として毎年開催しているもので、今年

はチャリティー陶器市の売上金をあわら市社会福祉協議会へ寄附しております。 
次に、今年度最初の企画展として、４月２１日から５月２７日まで、「アートに触

れてみて！～北陸の作家６人展～」を開催いたしました。これは北陸３県で創作活動

を行っている６名の作家による作品展で、テーマどおり実際に手で触れられる作品を

展示し、目の不自由な方をはじめ、子どもさんにも楽しんでいただける独創的な展覧

会としております。会期中の２０日には、ブリキの材料を使った作家によるワークシ

ョップも開催いたしました。 
５月１２日、１３日の両日は、第７回森のアートフェスタを開催いたしました。出

店数は２１５店と過去最高となり水辺の広場と作家が入居するアトリエゾーンにエ

リアを拡大して行っております。あわら市からは、１０店が出店いたしました。両日

とも天候に恵まれたこともあり、約１万６千名の入場者を数えております。 
次に、スポーツ課所管では、去る５月２０日に第４回あわら市トリムマラソン大会

を開催いたしました。議員の皆様には開会式に多数ご参加を頂き誠に有難うございま

した。 
当日は、朝から雨模様でありましたが、スタート時には、雨も上がり、やや肌寒い

日ながらもランナーにとってはよいコンディションとなり、気持ちよく走っていただ

けたものと思っております。 
本年は、昨年より約１２０名多い１,９２６名の申込みを頂き、完走者は過去最高の
１,７５４名となりました。なお、恒例となりました女将の会の冷たいおしぼりサービ
スは、参加者の方々には大変好評でございました。 
また、今大会には、芦原温泉の女将も参加されるなど、あわら市の個性を活かした

大会として定着してきたものと考えております。今後も引き続き実施して参りたいと

考えております。 
以上で行政報告を終ります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 
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本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、関山博夫君、８

番、向山信博君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（山川 豊君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から６月１８日までの１８日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異義なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日より６月１８日までの１８日間と決定しました。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 
 
◎常任委員の所属変更 

○議長（山川 豊君） 日程第３、常任委員の所属変更についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） このほど、総務常任委員の関山博夫君から、教育厚生常任委員

に、常任委員会の所属を変更したいとの申し出がありました。 

お諮りします。 

関山博夫君から申し出のとおり、常任委員会の所属を変更することにご異議ありま

せんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

従って、関山博夫君の常任委員会の所属を変更することに決定いたしました。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

（午前 10時 04 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

（午前 10時 40 分） 

 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（圓道信雄君） 休憩中の教育厚生常任委員会において、正副委員長の

互選が行われました。 

その結果をご報告申し上げます。 
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教育厚生常任委員会委員長に牧田孝男議員、副委員長に北島 登議員。 

以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 

 

◎議会運営委員の選任 

○議長（山川 豊君） 日程第４、議会運営委員の選任を議題とします。 

ただいま欠員となっております、議会運営委員については、委員会条例第８条第１

項の規定により議長から指名をしたいと存じますが、これに異議ございませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） それでは、指名します。 

牧田孝男君を議会運営委員に選任することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、牧田孝男君を議会運営委員に選任することに決定しました。 

 

 

◎議案第５２号の上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 
○議長（山川 豊君） 日程第５、議案第５２号、専決処分の承認を求めることについ

て（平成１９年度あわら市老人保健特別会計補正予算（第１号））を議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第５２号、専決処分の承認を求

めることについての提案理由の説明を申し上げます。 

議案第５２号につきましては、平成１９年度あわら市老人保健特別会計補正予算

（第１号）で、歳入歳出それぞれ８８６万９千円の追加を専決処分したものでありま

す。これに伴い、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ３５億１，４８６万９千円

となっております。 

補正の内容につきましては、平成１８年度の歳入不足額を補填するための繰り上げ

充用金８８６万９千円を計上したものであります。 

これに伴う歳入といたしまして、過年度分の国庫支出金８８６万９千円を計上して

おります。 

以上が専決処分の内容でございます。よろしくご審議をいただき、ご承認をいただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 



 

 12 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただ今、議題となっております議案第５２号につきましては、

会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決したいと存

知ますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

(｢討論なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 討論なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) よって、議案第５２号、専決処分の承認を求めることについて（平

成１９年度あわら市老人保健特別会計補正予算（第１号））を採決します。 

本案を原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

(賛成者起立) 

○議長(山川 豊君) 起立全員です。 

したがって、議案第５２号については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

◎議案第５３号、議案第５４号の上程・提案理由説明・質疑 
○議長(山川 豊君) 日程第６、議案第５３号、平成１８年度あわら市一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告について、日程第７、議案第５４号、平成１８年度あわら市公

共下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、以上の議案２件を一括議題

とします。 

○議長(山川 豊君) 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第５３号、平成１８年度あわら

市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、及び議案第５４号、平成１８年度

あわら市公共下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についての２議案につい

て、ご報告を申し上げます。 

議案第５３号につきましては、繰越計算書に記載されておりますとおり、農林水産

業費で、林業費の県営林道事業負担金１５４万円、土木費で、道路橋りょう費の地方

道路交付金事業１，０００万円、県営道路改良事業負担金２８０万円、特定交通安全

施設等整備事業２，２５０万円、教育費で、社会教育費の高間川樋門改修工事関連遺

跡発掘調査事業３３７万６千円の合計３，７６９万６千円を平成１９年度への繰越額

として決定したものであります。 

これらの財源といたしましては、既に収入のあった特定財源の地方債４万円のほか

国県支出金１，７８７万５千円、地方債１，５６０万円、その他３６８万９千円及び
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一般財源４９万２千円を充てております。 

議案第５４号につきましては、公共下水道特別会計において、下水道事業費の雨水

管渠整備工事の国庫分４，１００万円、単独分１，２００万円、九頭竜川流域下水道

事業建設負担金１，６６５万４千円の合計６，９６５万４千円を平成１９年度への繰

越額として決定したものであります。 

この財源といたしましては、既に収入のあった特定財源の受益者負担金２７５万４

千円のほか国県支出金２，０５０万円、地方債４，６４０万円を充てております。 

以上２議案について、ご報告いたします。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長(山川 豊君) 質疑はありませんか。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第５３号、議案第５４号は終結いたします。 

 

 

◎議案第５５号から議案第５８号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第８、議案第５５号、平成１９年度あわら市一般会計補正予

算（第２号）、日程第９、議案第５６号、平成１９年度あわら市国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）、日程第１０、議案第５７号、平成１９年度あわら市金津雲雀

ケ丘寮特別会計補正予算（第１号）、日程第１１、議案第５８号、平成１９年度あわ

ら市水道事業会計補正予算（第１号）以上の議案４件を一括議題とします。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第５５号、平成１９年度あわら市

一般会計補正予算（第２号）から議案第５８号、平成１９年度あわら市水道事業会計

補正予算（第１号）までの４議案について、内容の説明を申し上げます。 

議案第５５号の一般会計補正予算（第２号）につきましては、２億７６７万４千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１３億８，５９３万７千円とするもので

あります。 

補正の内容につきましては、当初予算の編成時において国・県補助金の状況が明確

になっていなかったもののほか、関係機関等との調整が必要なため、補正予算での対

応を予定していた事業に要する経費、人事異動に伴う臨時職員の賃金等を計上いたし

たものであります。 

まず、歳出の主なものをご説明いたします。 

総務費では情報化推進費でＩＣカード標準システム実証実験事業１億７０万円を

計上いたしております。これは住基カードの多目的利用を進めるにあたり、ＩＣカー
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ド標準システムを導入するための費用であります。 

民生費では障害者福祉費で就労意欲促進費３１５万円を計上いたしております。こ

れは、授産施設での勤労意欲向上のため、時限措置ではありますが、入所者に対して

助成を行なうものであります。 

農林水産業費では、農業振興費で、明日の地域農業を支える担い手条件整備事業補

助金３，４５３万５千円、快適でふれあいのある集落整備事業補助金６５２万５千円、

やる気のある園芸産地づくり支援事業補助金５０８万３千円を計上いたしておりま

す。 

明日の地域農業を支える担い手条件整備事業補助金につきましては、農事組合法人

イーノなかのはま１００ほか２農事組合法人において、快適でふれあいのある集落整

備事業補助金につきましては、農事組合法人グリーン農産伊井において、やる気のあ

る園芸産地づくり支援事業補助金につきましては、芦原北部ハウス生産組合において

実施するものでございます。 

商工費では工業導入促進費で、古屋石塚地係の用地調査測量業務など６４０万円を

計上いたしております。 

土木費では道路橋りょう新設改良費で地方道路交付金事業の事業費の確定に伴い、

工事費４，２５１万円の減額を含む、総額３，９３３万９千円の減額を行ったほか、

都市計画総務費ではまちづくり交付金事業１，７７０万円を増額しております。 

教育費では、学校管理費で、小学校体育館耐震診補強計画及び設計業務委託料１，

７４０万円、金津中学校耐震診断委託料７２０万円を計上いたしております。これは、

市内の小学校１０校のうち建築年度の新しい細呂木、波松、新郷、芦原小学校を除く

残りの６校の体育館の補強計画とその設計業務、金津中学校の耐震診断業務を委託す

るものであります。 

公民館費では、これまで半日開館であった地区公民館を１日開館とするなど、地区

公民館の管理体制変更による臨時職員賃金２，０２４万５千円を計上しております。 

一方、歳入につきましては、土木費の事業費減などに伴う国庫支出金１，０７３万

円の減、農林事業及び教育事業の実施などに伴う県支出金４，５４８万４千円の追加、

前年度繰越金８，１３７万円、ＩＣカード実証実験事業助成金などの諸収入１億３５

万円が主なものとなっております。 

議案第５６号の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、１４万

４千円の追加を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２９億６４４万４千円とする

ものであります。 

補正の内容につきましては、保健事業費の疾病予防費で、健康教室検査業務委託料

を計上いたしております。これは当初予算でお願いしましたヘルスアップ事業参加者

のフォローアップ検査に係るもので、これに伴う歳入につきましては、繰越金１４万

４千円を計上しております。 

議案第５７号の金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算（第１号）につきましては、８億

８，１９０万円の追加を行ない、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２億９，３００万
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円とするものであります。 

補正の内容につきましては雲雀ヶ丘寮の増床に係る設計管理業務委託料２，３３０

万円、工事請負費７億９，５６０万円、備品購入費６，３００万円を計上いたしてお

ります。これに伴う歳入につきましては、地方債７億円、基金繰入金１億２，１５４

万円及び県支出金６，０３６万円を計上しております。 

議案第５８号の水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的支出で過

年度分還付金６６万６千円を、資本的支出で工事請負費５３８万３千円を、それぞれ

計上いたしております。 

工事請負費は、県道中川松岡線の改良工事に伴う配水管の布設替えのための所要の

経費であります。 

以上、４議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） ６番、東川。 

それでは、議案第５５号、一般会計の補正予算についてお尋ねをいたします。 

本予算に小学校の体育館の耐震設計、並びに金津中学校の耐震診断委託料が計上を

されておるわけでございますけれども、その件についてお尋ねをいたします。 

まず、耐震診断をするということは、あくまでもこれは耐震改修をするということ

が前提であろうと思っております。 

改築、つまり建て替えをする場合には、別途補助金の申請書から体力度調査が必要

であると、このように認識をいたしておるところでございます。 

市長、あなたは選挙を通じてですか、金津中は改修をし、将来の建て替えに備えて

貯金をしていくんだというような発言もされていたのかなと、このように思っており

ますが、そこでお尋ねをいたします。 

一般的に、この耐震大改修と言いますか、耐震で改修をする場合には、何年その建

物を使うと言いますか、維持すると、そういった前提で、見込んで設計をしていくの

か、その点についてまずお尋ねをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田君。 

○教育部長（平田幸一君） 東川議員のご質問でございますけれども、耐震補強工事を

実施した場合、その建物が何年ぐらいもたせるのかというようなご質問だと思います。 

この耐震補強工事につきましては、震度６の地震に耐える為の補強工事でございま

して、その建物がどれくらい持つかという事につきましては、建物の耐用年数を基本

と考えているわけでございます。 

しかし、その間のメンテナンス等によりまして、建物については耐用年数以上に保
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ちという事は困難であると考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 本当は市長の口から答弁願えるのかなと、そのように期待を

してたわけですけれども、教育部長がお答えになったと。 

当然、今の説明です耐震補強はあくまで耐震ということで、どのような建物でも耐

用年数というのですか、そういった事がというような発言だったと思うわけですけど

も、改めてお聞きをします。私は一般的にとお訪ねをいたしました。一般的に耐震を

改修するという場合は、通常何年を持つという意味で設計を通常はされているのか、

お尋ねいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田幸一君。 

○教育部長（平田幸一君） 通常の建物の補強工事と言いますと、建物は２０年、３０

年持つと思います。しかし、その建物の排水、また電気設備等、また学校で申します

とその時の教育環境等々の考え方がございます。 

建物といたしましては３０年以上持つというような形は聞いてございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 中々歯切れが悪いわけですけれども、当然特定の建物の事を

指して聞いているわけではございません。 

聞く所によりますと、福井大学も耐震大改修を最近やりましたはね、あそこは福大

の先生が言われるところは、３０年はもたすというように聞いております。それから

考えますと、通常、耐震の改修にもいろいろあろうかと思います。ただ筋交いを入れ

るだけとか、ほとんど改築に近い状態とか。 

そういった意味で、大改修と言うような言葉を使う場合は、私は３０年ぐらい、ど

んなに短くても２０年、それぐらい想定して設計をするもんだろうと、相当な金をか

けるわけですから、そのように認識をいたしておりますけれども、それで間違えござ

いませんか。 

もう一度、お訪ねします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田幸一君。 

○教育部長（平田幸一君） 今回の予算につきましては、改修という事でなしに、補強

工事のみという形でお願いしているわけでございます。 

その中におきまして、建物におきましては、地震等に耐えうるという事で、建物に

つきましては、東川議員申しますとおり、２０年、３０年はもつような形にはなって

おります。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 議案第５５号、一般会計補正予算に関連して、ちょっと伺い

たいと思いますが、ひとつは、商工費の工業導入促進費６４０万追加をされておりま

すが、中身は土地鑑定評価委託と用地調査測量業務委託でございますが、これは具体

的にどこの場所のことなのか、伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、出店 学君。 

○経済産業部長（出店 学君） ただ今の山川議員のご質問でございますが、そのいわ

ゆる事業の場所という事で答弁をさせていただきますと、先ほど市長の提案理由の中

にもありましたように、あわら市の古屋石塚という所を想定しているものでございま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） もう一点、土木費の道路橋梁新設改良で、金津、三国線が減

額補正になっておりますが、金津、三国線はもう、真ん中の辺りが一部未舗装みたい

ですが、見た目はほとんど完成したような感じでございますが、これの完成予定と、

供用開始はいつになるのか、それから最初からの事業費、総額とその中での一般財源

からの持ち出しはいくらかという事をちょっと伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 土木部長、絹谷忠典君。 

○土木部長（絹谷忠典君） 山川議員の市道、金津、三国線に関する３つの質問にお答

えいたします。 

まず、1 点目の完成予定年度でございますが、新市建設計画の最重点施策のひとつ

といたしまして、国の地方道路交付金事業の採択を受けまして、平成１７年度に着工

し、平成２０年の完成を目指していたところでございますが、初年度に用地買収がほ

ぼ完了しまして、好天に恵まれた事、また見通しの良い平坦地ということもございま

して、本年度で事業を完了する見込みでございます。 

２点目の最終的な事業費でございますが、当初の計画では８億円を見込んでいたわ

けでございますが、買収単価の面で地価の下落から、不動産鑑定価格が予定単価より

も低かった事、また路盤改良に硬化剤が必要な建設残土でなくて、地場産の山砂を使

用するなど、工法の見直しによる節減を図った事などによりまして、事業費は１億７

千万円圧縮されまして、８億円から６億３千万円となる見込みでございます。 

３点目の最終的な一般財源の持ちだしでございますが、この事業は国庫補助金が５

５％、起債は合併特例債の適用事業で、充当率は国庫補助金を除く９５％、このうち

元金償還分の７０％が地方交付税として措置されますので、起債の利子分を除く、実

質的な一般財源につきましては、全体事業費の１５．０８％、金額にいたしまして実

質的な一般財源は約９，５００万円になる見込みでございます。 

なお、年内に供用開始ができるように工事を進めておりますので、ご理解を願いた
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いと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

一般会計補正予算に関連しまして、１点だけちょっと確認しておきたいと思います。 

今ほど、東川議員からも金津中学校の耐震補強に関する質問がされたんですけれど

も、私は一緒な事は、その点については割愛しまして、今回、金津中学校の耐震補強、

この診断ですね、７２０万計上してあります。 

耐震診断をしてもらう事は、大変結構な事じゃないかと、このように私、理解して

おります。 

その中で、今年、平成１９年度の当初予算ですね、当初予算の中に、学校建設費と

しまして、調査委託料、あるいは基本計画の策定料、これを含めまして約６３０万ほ

ど計上してあります。 

これはあくまでも、統合中学校の建設に向けた、学校建設費として計上してあるの

ですけれども、市長にお伺いいたしますが、この扱いはどういうようにされるおつも

りかを、ひとつお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

当初予算に盛られておりまして、すでに議決をいただいている予算がございますけ

ども、先ほどのご挨拶の中でも申し上げましたけれども、もちろんこれは議会のご理

解をいただくという事が前提ではございますけれども、私としては何とか二つの中学

校を残すべく、努力をいたしたいと思っておりますので、今ほどご指摘のあった予算

につきましては、執行は見合わせていただきたい、言わば当面は休止をさせていただ

きたいというように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

今ほどの市長の答弁ですと、休止と、こういう言葉を使われたんですけれども、私、

凍結と言う言葉を使うかなと思ってたのですが、休止と、休止も凍結も内容的には一

緒じゃないかと思うんですが、そんな中で市長が盛んにいわれている言葉に、その財

政のシミュレーションですね、財源の確保をどのようにしたらいいかと。先ほど冒頭

の市長の挨拶の中にもやね、所管の職員にそういう作業をさせてますと、こういう物

の言い方されましたけれども、市長、常識で考えてみますとね、今までは統合中学校

一本でいろんな財政シミュレーション、あるいは財源の手当てですね、これをやって

きたんですよ。これ今１８０度転換しまして、職員の方にやね、今この２校存続のた
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めの財政シミュレーション、あるいは財源の確保をやんなさいと言ってもやね、今市

長がやね、市長、立場を変えましてですよ、市長も一般職員になった時にやね、恐ら

く面食らってしまうんじゃないかと、このように私は受け止め方をしてるんですけれ

ども、市長は軽軽しくそういう言葉を使われるっていうのはやね、懸命な市長にして

はちょっと私、おかしいんじゃないかなと思うんですけれども、それじゃ市長、一歩

譲ったとしまして、この財政シミュレーションはいつ頃、いつ頃ですよ、二つの中学

校を残す事を前提とした財政シミュレーション、あるいは財源確保の目途はいつ頃と

市長は考えておられますか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） その前のご質問について、ちょっと補足をさせていただきたい

と思いますけども、休止か凍結化と、どちらにしても同じだと言うようなご発言です

けども、中学校を統合するという事について、議会としての事実上の議決がされてい

るという事については、充分認識をいたしておりますし、その事の重大性はよく理解

しているつもりです。 

従いまして、言葉の違いかもしれませんけれども、凍結という事ではなくて、やは

り議会の最終的なご理解をいただくまでは、予算執行を控えさせていただくという意

味で、休止というような言葉を使わせていただきましたので、まずその点はご理解い

ただきたいと思います。 

それと、今ほどのご質問ですけども、確かに１８０度の政策の転換ですので、職員

としては大変、面食らってると思います。それは心情的には良く、私もわかります。

ただ、私としては二つの中学校を残すという事を公約に掲げて当選をさせていただき

ましたので、これは二つの中学校を残すという事は、市民の皆さんに対する私の責任

であるというように思っております。 

それを前提にした上でですね、財政シミュレーションのお話ですけれども、私も市

長になりましてから、すでに１０年間のスパンで立てられている財政計画を見ました。

十分ご承知だろうと思いますけれども、その財政計画の中には、歳入の見込みと、歳

出の見込み、当然、両方あるわけでございます。 

いろいろな歳出、行政サービスは見込まれておりますけれども、私としましてはな

るべくそれらの行政サービスをできれば低下させないようにしながら、尚且つ２校を

存続するような財政シミュレーションを立てたいなと思っております。厳しいかもし

れませんけれども、やってみたいと思っております。 

仮にの話しですけれども、これから見込まれている１０年間、すでに計画立てられ

ている行政サービスを全てはどうも難しいという可能性もあろうかと思います。中に

は止めなければならない物も出てくるかもしれません。中には圧縮しなければならな

い物も出てくるかもしれません。あるいは、中には先延ばしをさせていただかなけれ

ばならないというような事も出てくるかもしれませんけれども、それらも含めまして、

あるいは更に歳入増を計りながらの財政シミュレーションを組みたいと思っており
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ます。 

歳入増という事について誤解のないようにお願いをしたいと思いますけれども、今

ほど申し上げました、すでに建てられている１０年間の財政計画の中には、各年度毎

にですね、公共料金の値上げだとか、あるいは税の値上げなどがすでに組み込まれて

います。それが組み込まなければ財政計画は立てられなかったわけですから、これは

当然だと思いますが、私といたしましては、議会の議決を得てからの話しですけれど

も、そのような市民負担をそれ以上には増加させないような財政運営を組みたいと思

っております。それらの歳入歳出を見ますと、何とかこれはやれるのではないか、あ

るいはやらなければならないというように思っております。 

いつぐらいにそれが示されるのかというお話ですけれども、今、今回、補正をお願

いしておりますように、金津中学校の耐震調査をまずさせていただく事で、初めて正

確な計画が建てられると思います。その調査結果によりましては、これは議会とご相

談しながら、金津中学校はどのような、例えば耐震で行くならばどのような耐震で行

くのかという事もご相談をさせていただきたいと思っております。 

そのような事を全体的に見渡しながら進めたいと思っておりますので、この耐震調

査結果がですね、どうも私が当初想定していたよりも時間がかかりそうな気はいたし

ておりますが、早ければ何とか９月議会にお示しできればいいなと思っておりますけ

ども、これは耐震調査の結果を公的な機関がもう一度評価をするらしいのですけれど

も、その評価にもうちょっと手間取りそうな話しも聞いております。 

希望としては９月までには何とかお示ししたいと思いますけれども、実際はもうち

ょっと時間がかかるかもしれません。おおよそそれぐらいかなと思っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

一点だけ、市長、確認しておきます。今、市長は１０年間のその財政計画とこうい

う言葉を使われましたけれども、私の心得ているのは、あわら市の新市建設計画です

ね、これは平成１５年の１月に作成されていますけれども、その一番最後のページに

やね、平成１６年から２５年、１０年間の財政計画書が載ってるんですけれども、市

長のいわれているのは、これの事を言われているのですか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

合併時のあの財政計画ではございません。合併してから市が立てた財政計画でござ

います。平成１６年ですね、１６年度の立てた財政計画がございますので、その事を

今申し上げました。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） ２０番、東川。 
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今、穴田議員の若干関連でお訪ねいたします。 

当初予算の修正動議まで出されたご本人さんが、今市長になられたわけですから、

当然そういった質問が出るわけで、当然、当初それを落としてくるというのが通常か

なと、私も思っておりました。 

それは別として、今、休止、凍結は別として、当面休止やといろいろとおっしゃっ

たわけですけれども、いずれにしろ財政シュミレーションが立って判断をするという

事やろうと思うわけですが、現に策定委員会も昨年から一応設立して進んでおります。

私も策定委員になっておりました、ＰＴＡの関係で、しかし未だにその会がどうなる

かも、何の連絡も受けておりません。当然、休止なら当面休止だとか、そういった話

があってしかるべき事かなと思うわけですが、今のいろんな話しの中で、当然市長は

２校という事で、２校に向けた財政計画を立てていくという事でしょうが、いろいろ

なシミュレーションの中で、統合の当初の関連予算が出て、それも落としてないと、

執行はしていかないという事でしょうが、そのシミュレーションの如何によっては、

やはりこれは２校は無理やという場合もあるのかもしれません。当然、そうして場合

に、年内に今の９月か１２月か知りませんけれども、財政計画が出てきた時点で、当

然その予算が凍結していない部分があるのですから、完全に落としていない訳ですか

ら、そうして場合にそういった事も有り得るのかどうか、それだけ確認をしておきま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

財政シミュレーションの結果ですね、どうしても２校存続が無理だという事もそれ

は可能性としてはあると思います。それを私は否定はいたしませんけれども、私が申

し上げておりますのは、２校存続を前提とした財政シュミレーションを建てたいとい

うように申し上げておりますので、最終的にどういう物が出来上がるかわかりません

けれども、議会の皆様にも何とかご理解を頂けるような財政シミュレーションを作り

たいと思っておりますので、そのようにご理解を頂きたいと思います。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ６番、北島 登君。 

○６番（北島 登君） ６番、北島。 

議案第５７号、平成１９年度、あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算について

質疑をさせていただきたいと思います。 

今日の新聞を見て、非常に驚きました。同じ内容で一般質問の通告をしている訳で

すが、内容に採決にかかわる事がございますので、質疑をさせていただきます。 

提案理由を聞く中で理解できる事だとは思います。また、あわら市雲雀ヶ丘寮の指

定介護老人福祉施設の４０床増床早期建設は、あわら市民を始め、全議員の悲願だと

思います。 
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しかしながら、市長は一昨年と昨年の９月の定例議会、教育厚生常任委員会の席上

で、委員長というお立場の中、このような発言をされております。｢民間に委託する

のが目的ならば、現状で民間にさせられないのか、可能ならＰＦＩも増床も関係ない

が｣、また、｢養護の部分も含めた１００％の民営化の検討はしたのか、また養護の部

分を含めた完全民営化も可能性としてはないわけではない、民営化の目的でいえば、

一番達成されやすい方法ではないのか、民間の事業者の中で受ける事業者もあると思

う、それを検討する事も必要ではないか、もう少し選択肢もあるのではないか、運営

上、難しいかもしれないが、判断を民間にさせる事も必要ではないか、検討して行っ

て欲しい｣等々とあります。 

この事は、あわら市金津雲雀ヶ丘寮の指定介護老人福祉施設４０床増床建設を進め

る前に、増床建設を進める前に、現状で養護施設の部分を含めた１００％の民営化が

一番望ましいというお考えであったと思います。 

この事を踏まえますと、いつの時点でお考えの変更があったのかお聞かせいただき

たい。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 北島議員のご質問にお答えいたします。 

議員時代に確かに私は、今言われたような考え方を持っておりました。一般的にで

すけども、今介護施設につきましては民間も参入するようになりましたし、言わば競

争が起きております。競争の中で始めてサービスというのは向上しているものだと思

っております。 

そういう意味におきましては、入所者の為にも競争原理の働くような、純粋な民間

というのは当然の選択肢としてあるだろうという事は私もそう思っておりましたし、

どなたもそう思うのではないかというように思います。 

もうひとつあの頃、私が特に気にかかっておりましたのは、介護保険の広域連合の

議員もずっと努めておりましたので、この４０床の増床計画というのが坂井地区全体

の中でいかに、極端なといいますか、計画であったかという事を当時感じておりまし

た。といいますのは、ご存知のように介護保険の広域連合では３年間ローテーション

の介護計画を立ておりますけれども、今期の計画の中で、あわら市を除いては増床計

画はゼロだったわけです。それをあわら市として特段にお願いをして、４０床分だけ

を認めていただいたという経緯がありました。 

この事について私も疑問に思っていたわけです、確かにそういうように考えており

ました。今、市長になってからいろいろと話しを聞いてみますと、実はこの建設計画

はかなり前からあったわけなんですけども、建設計画そのものが、これ１年ぐらいち

ょっと遅れたようでございます。理由はいろいろあったんだろうとおもいますけれど

も、そうしますと１年遅れた事によりまして、増床分に対する県の補助金が削減をさ

れたそうです。もう１年、これが遅れますと、今度は県の補助金が入ってこなくなる

可能性があると、したがって今年度中に着工したいという事がまずひとつございます。 



 

 23 

それともう一点は、事業主体をどうするのかというお話ですけれども、確かに今、

建設をする場合は、事業主体はあわら市になります。私は今、これも担当課の方に指

示いたしておりますけれども、純粋な民営化というのは、ちょっとこれは無理になっ

てきたと思いますけども、新しい建物ができればですね、完成と同時に事業主体も公

設民営化という中でできないだろうか。そうしないとですね、やはり大変なのはこう

いう分野での職員採用が非常に難しい状況になっておりますので、やはり採用する際

に、やはりしっかりとした条件、採用条件というのが示されなければ、やはりこれは

応募して下さる方にこれは失礼だと思いますし、不安感もあると思いますので、建築

と同時に、完成と同時に事業主体を公設民営というように持って行くべく努力するよ

うに指示いたしております。 

公設民営の形が具体的にどのような形があるかは、まだちょっといくつかの選択肢

はあると思いますけども、いずれにしましても直接あわら市からの手は外すような方

向で、今進めております。 

そういう事でご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ６番、北島 登君。 

○６番（北島 登君） 今ほど、市長のご回答の中に県の補助金、県、国の補助金だと

思うんですけど、今年度中に着工すれば補助金を得る事ができると、着工でよろしい

のですか、それとも完成をしていなければいけないのですか。例え着工であれば、こ

の定例会じゃなくても、もう一度、再度検討して、９月の定例会に上程していただく

とか、いろいろなお考えが出てきますので、その点お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民福祉部長、毛利純雄君。 

○市民福祉部長（毛利純雄君） ただ今の北島議員の再度のご質問でございます。 

この施設につきましては、あくまでも年度内に完了という事での補助金でございま

すので、完了という事でご理解いいただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ６番、北島 登君。 

○６番（北島 登君） 年度内と言いますと、やはりこの定例会でないと中々難しい事

じゃないかと思うんですけど、工期的に向こう９ヶ月とかそういう形になりますので、

しかしながら、先ほど市長もおっしゃってました、建設と同時に公設民営に移すとい

うお話をいただきました。 

しかしながら、昨年のそうですね、１２月の定例議会、この時に建物は、前市長の

お話なんですけど、建物はあくまでも本来、あわら市の雲雀ヶ丘寮は高齢者の福祉施

設という意味合いの中で、前松木市長は１２月の定例会で、建物は１９年度に建てる

が、建物が先行する。民営化については模索中である、時間をかけて協議して行きた

いという話しの中で、１２月に増築工事設計委託料等、２，１９２万円が議会で予算

化されたものであります。 
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その事を考えますと、その事を踏まえますと、建物が建つと同時に民間に引き渡す

という部分に関しては、中々議会としての手続き上に問題があるのではと考えるので

すが、いかがでしょうか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） １９年度中に建物を完成させるということについては、変って

いないと思うんです。今まで申し上げましたように、できればなんですけど、できれ

ば完成と同時に公設民営化をさせたいなと思っております。 

例えば３月いっぱいに建物が完成しますと、４月から出きれば事業を開始したいわ

けです。そうなりますと、それ以前にですね、職員の募集ですね、等々を始めなけれ

ば中々スムーズなスタートができないだろうと思います。その際に、やはり市の職員

として採用するのか、あるいは公設民営としての事業体として採用するのかと、この

辺が明確でないと、やはり募集としても中々難しいと思いますし、応募される方にも

大変不親切な事になると思います。 

繰り返しますけれども、先ほども申し上げましたけれども、今この老人介護の施設

に関しましては、職員採用が非常に難しい状況がございますので、その上からもなる

べく早めにですね、事業主体を明確にして採用条件をきちっとお示しをする事が誠意

かなというような思いもありまして、なるべく早く事業主体を明確にしたいという事

ですので、これにつきましてもまた、議会のご理解を頂きたいなと思っております。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

今ほど北島議員の老人介護に関してちょっと関連で市長にお聞きしたいと思いま

す。といいますのは、今回は８億８千万ほどの事業なんですね、それは必要な事です

から大いにやってもらうのは結構な事なんですけれども、平成１９年度の当初でもっ

てやね、固有財産の取得という事で、５千万円計上してあったと思うんですわ。 

そうしますとやね、今、今回の６月議会でもってやね、即その事業費を計上してき

たと、そうしますと我々は、またその固有財産、あるいは土地の取得がやね、云々と

いう話しは聞いてませんし、又私、ちょっと読み直してみたんですけれども、この行

政報告の中にやね、入ってきてるんかなと思って、見直ししたのですが入っていない

と、確かに雲雀ヶ丘寮の増床問題は、昨日や今日始った問題じゃありませんから、そ

れなりの理事者側の根回しはあったのかもしれませんけれども、と言いますのは、昨

日やったか、一昨日の新聞にはやね、もうすでに用地取得もやね済んでいると、こう

いうような新聞記事が出てました。 

議会に報告なしにやね、マスコミに発表してしまうと、そうすると我々議会人はや

ね、議会の議員さんたちは、皆さん・・・・・に置かれてしまうと、こういう議会運

営なら、私ちょっと市長のやね、そういうやり方が疑われるんですけれども、もし私
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の勘違いやったら誤りますが、こういう大事な事は前もってやね、議会で持って報告

してもらうと、あるいは議会でなくても全員協議会の中で報告してもらうと、大きな

金を、事業費を投入してやってる事ですから、我々を・・・・・にした政策、やり方

はちょっとおかしいなと思うんですけれども、市長、どう思われますこれ。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民福祉部長、毛利純雄君。 

○市民福祉部長（毛利純雄君） ただ今の穴田議員のご質問にお答えさせえて頂きます。 

大変多額の予算という事で、その辺の配慮が足らなかった事につきましては、この

場をお借りしましてお詫び申し上げたいと思います。 

現在、用地につきましては既に予算化されておりまして、その地権者交渉には入っ

ております。それでも全員ではございませんが、地権者の了解を得てるような状況で

ございます。 

今後まだ、事業の内容等につきましては、今回建設費も、予算も計上してございま

すので、議会の中等でご説明させて頂きたいと思いますので、どうぞご理解を頂きた

いと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 穴田議員にお答えいたします。 

今、担当部長から答弁させたのは買収の経緯についての答弁をさせようと思ったの

ですけども、肝心な所は私のほうで答弁しなければいけないと思います。 

多額の予算を投入して買収にかかったわけですけども、その結果についてのご報告

が抜けたまま今回の予算計上になったというお叱りだと思います。私も長年議員をさ

せていただきましたので、そういう事については重々承知いたしております。 

今後はこういう事がないようにですね、予算執行後の結果等につきましても、大き

なもの、目玉的な物につきましては、議会にご報告をするように私自身も気をつけま

すし、職員にも徹底を指示いたしますのでご勘弁いただきたいと思います。 

○議長(山川 豊君) 他に質疑はありませんか。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 質疑なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています議案第５５号から議案第５８号ま

での４議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

 

◎議案第５９号の上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第１２、議案第５９号、市長等の給料の特例に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

○議長(山川 豊君) 市長から提案理由の説明を求めます。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第５９号、市長等の給料の特例に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、について提案理由の説明を申し上

げます。 

議案第５９号につきましては、昨年議決をいただきました市長の給料を１０％、副

市長及び教育長の給与をそれぞれ５％、平成２０年の９月末まで減額するとした、市

長等の給料の特例に関する条例を改正し、減額の期間を平成２３年４月２１日まで、

あわせて市長の給料については、減額の割合を４０％とするものであります。 

現下の厳しい財政状況に鑑み、さらなる節減を図りたいと考え、この案を提出する

ものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長(山川 豊君) 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） ２０番、東川です。 

ただ今の上程議案に対して、何点かお訪ねをいたしたいと思います。 

市長が就任されてから、いろんな機会にマスコミ等を通じて選挙公約であるから、

いの一番に６月議会でやるんだと、いうような報道がされてたわけですが、選挙公約

という言葉を使われていたかと思います。 

それでこう考えてみますと、先ほどの施政方針ですか、中でも４件、当然、出馬会

見の時に色々とおっしゃってた事、マニュフェストと言うんですか、それが通常選挙

公約かなと捕らえていたわけですけれども、選挙、いつの時点でそれが出てきたのか、

私が思い出すと、期間中に突如、４０％という言葉が出てきたのかなというように思

っているわけですけれども、その点、いつの時点からそれを言い出したのかという点

と、また、当選後ですか、いろんな会見等、いろいろなやり取りの中で、事実関係は

わかりませんから聞くわけですが、記者等のやり取り等の中で、いろんな意味合いか

ら、パフォーマンスでないのかというようなやり取りの中で、そう言われればパフォ

ーマンスやというような事を言ったとか言わんとか、聞き及んでいるわけですが、そ

れが事実かどうか、それとパフォーマンスとご本人で認めるのであれば、それはどう

いった意味合いでパフォーマンスと言われたか、まずその点をお尋ねした上で、続け

て言いますけれども、当然、４０％、これは１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、

それは全額、いろいろ率があるのかどうか。 

４０％と言う、誰が考えても何の数字かなという思いがするわけですが、４０％と

ご本人が決めて公表したその根拠、まず根拠ですね、それと当然自分以外のものは触

らなくていいという、当然自分がおっしゃてる事ですから、４０％カットする事によ
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って、当然、副市長なり、教育長なり、そういった給与の、月額と言うのですか、４

０％行なうとどうなるのか。当然、職員もあろうかと思うんですが、職員の方は別と

して、月額がいくらか、まずそれをお訪ねをすると同時に、併せて聞きますが、その

提案理由、今、議案書にも出てますように、提案理由を説明したように、厳しい現下

の財政状況に鑑みと、これはそうやろうと思います。 

そういう事で、これ当然、自分の任期以外のことはあんまり触れない、それはわか

ります、しかし、こういう報酬カットなりという物は、あくまで本則があってカット

するという事で、期限を定めます。しかし、その理由ですね、厳しい現下の財政状況、

これは一般論ですよ、そういう事でカットをするという事であれば、何を持って、い

つの時点で戻すのか、これは当然ついて回ります。 

財政状況を健全化して始めて戻すと言うのが通常だと思います。そうなるとあわら

市の現状、当然、今も厳しいけども直接住民に色々と負担を願っているという喫緊の

状態ではございません。姿勢を示すと言うのでしょうが、そうなればその財政シミュ

レーションするまでもなく、そんなもの先が見えない話しなんですね、財政が健全化

するという事は、そうなれば、今の提案理由の財政状況に鑑みという事であれば、私

はですね、健全化がひとつの目安やろうと思ってるわけなんですが、そういう事であ

れば、当然、自分の任期以外のことは手をつけたくないという事はわかりますよ、後

の事は知らんのやと、かもしれませんがそういった理由でやるのならば、こういう時

限立法的なものでなくて、本則そのものを改正すればいいのではないですか。 

まず、その辺、お訪ねします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

いくつかご質問、頂きました。まず、いつ頃決心をしたのかというご質問ですけど

も、正直、はっきりは覚えていないので申し訳ないのですけれども、選挙が始ってか

ら３日目ぐらいでなかったかと記憶をしております。定かではありませんので、なぜ

そういう決心をしたかというお話ですけれども、これはあくまでも選挙期間中であっ

たと言うことを前提にご理解いただきたいと思いますけれども、私はとにかく何とか

二つの中学校を残したい、残すという事を選挙公約の最大の眼目として掲げて、選挙

戦を戦っておりました。 

この時に一番のご批判をいただいていたのは、財政が非常に厳しいと、こういう中

で２校を存続させる事は難しいのではないかと、それはできないのではないかという

ご批判をいただいたわけです。 

私は先ほどもお答えいたしましたけれども、あらゆる努力をして、財政破綻を避け

ながら、健全財政に向かいながら二つの中学校を残してみせるという決意といいます

か、思いが強くございました。 

そのためには、あの時点では詳しくはわかりませんでしたけども、恐らく色々な努

力をしなければならないだろうと、場合によっては、場合によっては市民の皆様にも
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我慢をしていただく事も生じるやもしれないと。先ほども財政計画、シミュレーショ

ンの中でお話をしましたけども、やってみないとわかりませんけれども、中には圧縮

をしなければならない事業も出てくるかもしれない、あるいは先延ばししなければな

らない事業も出てくるかもしれないという事も、これはその時点では想定をされまし

たので、そういう事も含めて考えるのであれば、まず、当選したらの話しなんですけ

れども、市長としては、まず率先、垂範してその事を市民の皆様にお示しをすること

がまず大事であろうと。今後の自分の財政運営、２校存続を前提とした財政運営に対

する自分の決意の程をお示しをしたかったと、それが理由でございます。 

それから、パフォーマンスだというような発言をしたというお話でございましたけ

れども、恐らくこれは坪田前副市長の慰留をしていた時の会話の中ではなかったのか

なと思いますけれども、パフォーマンスというのは一般には悪い言葉の使い方もあり

ますけれども、必ずしもそうばかりではありませんで、実際この４０％カットすれば

ですね、私の給与は実際４０％減るわけですから、これは決して悪い意味でのパフォ

ーマンスという事ではなくて、自分の姿勢、有り様をお示ししたいんだと、そういう

意味での使い方ではなかったかなと気もいたしております。 

実際、どういう会話の流れの中でそういう言葉を使ったか、私もわかりませんので、

これはご容赦いただきたいと思います。 

あるいはもうひとつ考えられるのは、市長が４０％カットをしてしまいますと、他

の職員の方が、給料が高くなってしまうと、これでは非常に職員としてはやりにくい

という話しもありました。そのような話し合いの中で、これはもう私一人の問題であ

ると、他の職員にも波及させるつもりはないという話しをしておりました。 

その時に、これはやはり職員としてはやりにくいですというような話がありました

時に、これはもう全て責任は市長の私に被せればいいと、他の職員には及ぼさないと

市長は言っているんだというように、他の人に言ってもらえばよろしいと、そういう

意味でパフォーマンスだと言ってもらえれば結構だというように、言ったような記憶

がありますので、そういう言葉の中から出てきたのかなというようにも思っておりま

す。そういう意味でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

それと、４０％の根拠という事ですけども、これは正直確たる根拠があるわけでは

ありません。ただ、市長として、市長としての色々な仕事をしていく中で、最低でも

月に５０万円ぐらいは必要かなというように考えたわけです。およそ５０万円に該当

する割合といいますと、４０％であったと、根拠としてはその程度の事でございます。 

あと、他の職員に波及するのかというよなご指摘だったかと思いますけれども、こ

れも今ほど申し上げましたけれども、これはとにかく財政厳しい中でも２校を存続さ

せたいという私の選挙の時の強い思いからの事でございますので、他の職員について

は、これに連動させるとか、影響させるという事は一切考えておりません。 

それからいつ頃元に戻すのかというご指摘ですけども、これはですね、私の１期の

任期中に限らせていただきたいと思います。提案理由としては財政状況厳しいおりか

らという事はもちろん入っておりますし、その通りでありますけれども、何度も申し
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上げますけれども、多少自分の生活が厳しくても、それによって２校存続のための努

力を市民の皆様にお示ししたいというのが本意でございますので、財政健全がいつに

なるのかというと、これは中々難しい問題だとおもいます。だから本則そのものを改

正してはどうかというお話ですけれども、それはちょっと私は無理があるように思い

ます。 

４年後の４月２１日までの時限立法にしたのは、実は理由がございまして、４年後

の３月３１日で年度のきりがいいわけですから、それにしてはどうかとういう話があ

りまして、私も最初はそれでいいというように指示をしたわけなんですけども、１日

かそこら経ってから、また職員が来まして、４年後の３月３１日では４０％カットが

退職金に影響しないと、退職金はそのまま１００％入ってきてしまうという話しを聞

きましたので、それではいけないだろうと、退職金にも４０％カットを反映させるべ

きだと言いましたら、それならば４年後の４月２１日までを時限立法にしないといけ

ないという事でしたので、そのようにさせていただきました。 

という事でご理解をいただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） 今いろいろと、思いをお聞かせを頂いたわけでございます。

私が感じてた通り、いつの時点で出たのかなと思うと、選挙入って三日目ぐらいと、

私もそのように思っておりました。 

そういう意味で、市長はさっきのパフォーマンスの言葉の意味合いから、ご本人の

考え方から、言われたわけですが、当然ご自分でもおっしゃったように、２校を何と

か守りたいという一心で選挙に入ってからやったんだというような事を、どう思うか

知りませんよ。私が聞いていて、感じるのはやはり選挙に当選する為に、やはり言っ

たんだなと、４０％も確固たる理由はありませんと、そう言った中で当然職員より安

くなる、いろんな影響がある事も感じて、しかしあなた達はしなくていいというよう

な事をおしゃってる訳ですが、本来、本当に職員とかに影響をさせないという事であ

れば、職員より少しでも高くしておいて、やればいいのであって、さっきの質問で月

額いくらになるのか聞いてませんけども、答えが無かったわけですけども、いいです

けども、そういう事かなと、このように思っております。 

そこで、金額で行くといくらになるのですか。まず、それからお訪ねします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 東川議員のご質問でございますが、４０％カット後の市長、

副市長、教育長の給料月額はいくらになるのかというご質問かと思います。 

昨年の１０月１日からすでに１０％、三役につきましては給与のカットがされてる

わけでございます。今回の議案につきましては市長１０％の現在カットされている条

例を４０％の改めるというものでございまして、４０％に削減いたしました場合の市

長の給与につきましては、５３万４千円となるものでございます。 
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尚、副市長、教育長につきましては、１０％のまま据え置くという議案になってお

りまして、現在、昨年１０月から５％カットという削減率になっておりまして、副市

長につきましては、６６万５千円、教育長につきましては、５７万円という金額でご

ざいます。 

先ほど一律１０％じゃなくて、市長、副市長につきましては５％カットでございま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２０番、東川継央君。 

○２０番（東川継央君） ありがとうございます。 

今、三役のそれぞれ４０％、５％の場合の月額を聞いたわけでございます。それで

先ほども申しましたが、市長自ら根拠はないと、職員に影響はあるけど自分自身の事

やであんたら関係ないと言われたっていう事やね。 

そこで、本当に、逆転、これ職員、部長級ですといろんな手当てを含めると、逆転

するのかなと思うわけですが、そういった気を使わせないならば、若干なりともそれ

を下回らないような、別に根拠のない数字ですと、普通の人間ならそういった配慮が

当然あって当たり前ですわ。 

それをあえて、せんなって言ってもいろいろ波紋があると思います、これは人間で

すから。それをあえてやった、そういった配慮をなぜしなかったか、まず、それをも

う一度お訪ねをしたい。 

そういった判断がなかったのか、それと併せて、今市長だけやという事ですが、こ

こに当然市長は、副市長、教育長はなぶらんでもいいと言ってるわけですが、実際こ

れが通れば教育長は市長より高い給料になります。教育長自信、市長の考えている事

を踏まえて、自分自身はどう思うのか。 

それと、あんまり職員は私は触るべきでないと、このように思っております。仕事

の士気にも係わるし、あんまりいい話しではありません。しかしながら、私は職員に

はしてもらいたくないと、職員の代表は総務部長、本当にどう考えているのか、個人

的な思いでいいですから、これ三便目ですからこれで終りますけれども、今、市長の

そういった配慮があったのかないのか、人間としてどうか。それと教育長、職員の代

表の総務部長、一言だけお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

まず根拠がないと申し上げたのではなくて、確たる根拠はありませんと申し上げた

と思います。繰り返しますけれども、市長職をまっとうするのであれば、月額ですけ

ど５０万円ぐらいは必要かなというのが、根拠といえば根拠になります。 

それから市長よりも月額の給料が下がる職員が辛い思いをする事についての配慮

はなかったのかというお話ですけれども、これは文章にしたかしないかは別としまし

ても、私の選挙公約のひとつでございます。その選挙公約をもって当選をさせて頂い
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たわけですから、これも実施する責任が私にはあると思っております。 

実際当選させて頂きまして、市長になっていざ４０％カットという事になりますと、

確かに職員に対しては全ての職員ではありませんけれども、幹部職員の一部には辛い

思いをさせるかも知れません。 

普通の人間ならといようなお話でございましたけれども、確かに生身の人間として

は辛い思いもありますけれども、公的な立場で考えれば、多少の職員への辛い思いよ

りも、市民の皆様にお約束をした私の責任の方がはるかに大きいと私はそのように考

えております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育長、寺井靖高君。 

○教育長（寺井靖高君） 今、東川議員の教育長の思いはというようなお言葉でござい

ますが、正直申しますと非常に悩みました。ですが、熟慮悩んだ結果、私としては市

長さんの思いは強く受け止めておりますし、自分の事については現状で行きたいと思

っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 職員の立場としてどう思うかというご質問でございます。 

今回のカットによりまして、部長級の年功の多い部長につきましては、市長の給与、

年額で若干上回るという形になります。大変心苦しい思いでございますが、市長のい

ろんなご判断から、職員の給与についてはそのままという事でございますので、市長

の意思に従いたいというように考えております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 誠に申し訳ございません、討論の通告をしておりませんのです

が、今日の市長のご答弁をお聞きしまして、感じた事がひとつございます。 

市長は選挙期間中、市民に負担は求めないと、そういうお話をして選挙運動をされ

てたと思います。じゃないですか。今日聞きますとですね、何回も市民に負担を願う

と、そういう答弁が何回もお聞きしました。 

私は市民に負担を求めないで何とかやって行くというニュアンスで、選挙中の市長

の活動を見ていたわけでございますが、その点ちょっとお願いをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員にお答えいたします。 

先ほども申し上げましたが、すでにいくつか立てられている、仮に１０年とすれば、

１０年間のいろんな行政サービス、事業として立てられています。 

これは財政計画を組みなおしてみないとわからない事ですけども、一番いいのは今

予定されている事業がすべて１０年間の間に実施されれば、それに越した事はないと

思います。しかし、これは他の事業が大事なのか、あるいは中学校を二つ残す事が大
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事なのかという価値判断の問題だったと思うんです。私は二つの中学校を残すという

事に勝ちを見出しましたし、市民の皆様もそれにご同意いただいたというように思っ

ております。 

従って、二つの中学校を残すという事を行政上の、一番大事な所に今は持ってくる

べきだと思います。その結果として、仮にどこかの事業を将来的に圧縮しなければな

らない、あるいは伸ばさなければならないという事態が生じるとするならば、確かに

それは、そういう意味では市民の皆さんへの負担という事になるかもしれません。 

これは、私の舌足らずといいますか、説明不足だったかもしれませんが、その点は

お詫びしなければならないと思います。確かにそういう意味では、ご負担をかける可

能性はあります。 

私が本来申し上げたかったのは、先ほども申し上げましたけども、既に１０年間の

財政計画がありまして、年度毎に公共料金の値上げだとか、税率のアップだとかとい

う事が既に計画をされております。私はそれを最大限にしたいと、それ以上の市民負

担を与えないように歳出の方で努力をしたいという意味で申し上げていたと思いま

す。 

そういう事ですので、ご理解いただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 今の市長のご答弁、そういう事でおっしゃっていたのかどうか、

定かではございません、市民の受けた感覚は、市民に負担を求めないと、ところが選

挙が終った、選挙で当選がされてすぐにインタビューで市民に負担金を求めると、そ

ういうようにおっしゃたと、これは違反で無いかと、そういう強いご意見が市民の中

にあるのも事実でございます。 

やはり当選されたからには、やっぱり公人として、謹んで頂きたい、そういう面が

多々あると思いますので、市民としては本当です、上げないと言うのに上げるんかと、

そういう非常に強い意識があるのも事実でございます。 

もういっぺん市長、お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ご忠告は胸に閉めて注意したいと思います。公人としての言葉

は大事だと思います。 

今ほどのお話しですけども、市民の既に計画されている市民の負担増、平成１６年

から１０年間の財政計画は既にあるわけなんです。年度毎に何度も申し上げますけど

も、年度毎に市民負担を増やす計画が既にあります。もちろん議会の承認が得なけれ

ばならないわけですけども、それ以上の市民負担増にならないように財政運営をやり

たいと思いますという意味でございます。 

決して市長になったから急に公共料金を上げるだとか、そんな事を今、私は申し上

げているわけではありません。ただ、市民にもしご負担を掛けるとするならば、先ほ
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ど何度も申し上げておりますように、従来の財政計画ではあった事業を、中には縮小

しなければならないものも出て来るかもしれない、そういう意味においてのご負担を

お掛けするという意味でございます。 

また、そういう気持ち出なかったならば、私自身、選挙期間中に４０％自分の給料

をカットしますという公約も出てこなかったと思います。４０％カットする事で全て

のこれからの財政運営がうまくいくかというと、そんな事ができるはずがないんであ

りまして、これからいろいろと努力して、事業面でですね、事業面で市民の皆さんに

ご負担といいますか、ご無理をお願いする事もあるかもしれない、それはよくよく説

明を申し上げて、ご理解いただくためには、まず私が率先して形で示すべきでだろう

という思いから、４０％カットをお約束したわけですので、そういう意味でございま

すのでどうかご理解頂きたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番、向山でございます。 

私も通告してませんので、大変恐縮でございますが、今ほどの市長の発言を聞きな

がら、感じた事を申し上げたいと思います。 

まず、議員とか市長、特にですね市長さんなんかは重い役職でございますので、発

言には絶対に気をつけなければならないという事と、周囲、そしていろんな他市町村、

県の事も考えてですね、行動を取っていかなければならないというように思っており

ます。 

その中で、同じ財政で苦しんでいる市町村、県もそうですが、日本国中にはたくさ

んございます。そして、市長さんなんかも含めて議員も悩んでおります。今からの財

政状況、財政をどうしたらいいかと言う事について、ただ、市長あなたはそういうよ

うな、ある意味では仲間達の事も考えての４０％カットであったのか、これが大きな

問題になると思います。 

といいますのは、選挙前に上げたい、市民はそう思ってる、また、私は市民の事を

思ってそう言ってるんだよと言ったって、逆に言えば今私が言ったような方々の事は

全く配慮していない、常にわが道を行く、としか取られません。従って私は今後申し

上げておきたいのは、やはり日本人のいい所は、又福井県人のいい所は、周囲に配慮

しながら、自分だけがいいかっこしない、これが人間としてある意味では生きていく

基本ではないかというように思うわけでございます。 

従って、今後市長によくお願いしたいのは、今後は周囲の事も含めて配慮したいろ

んな言動をお願いしたいという事をお願いしたいと思います。 

以上です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 向山議員にお答えいたします。 

実は先日も、ある県内の市長さんとお会いしましたら、４０％カットの記事が出た
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んで非常に迷惑をすると、冗談交じりかもしれませんけれども、笑顔でそう話されま

した。 

大変申し訳ないですねと、あわらの特殊事情という事で勘弁してくださいというよ

うに話しをしておりましたけれども、確かに仲間と言われましたけれども、県内の他

の市長さんを仲間として考えるならば、私はそういう市長さん方に対する配慮は全く

しておりませんでした。私が配慮したのはあくまでもあわら市民とあわら市の事でご

ざいました。その点はまずご理解いただきたいと思います。 

それはそれとしまして、これからは周囲にも充分に心を配った発言なり、行動なり

をするようにというご忠告は充分心に入れさせていただきたいと思います。 

ありがとうございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２２番、杉田 剛君。 

○２２番（杉田 剛君） ２２番、杉田 剛でございます。 

私は所詮、無学の人間で、一言総務部長にお訪ねをしたいと思います。 

常識という言葉の意味がですね、私にとって本当に無学の人間ですから私はわかり

ません。そういう事で常識とは何という事を一言、総務部長の方から言っていただき

たいなと、このように私は思います。 

本当にわかってないんです。 

教えて下さい。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 大変難しいご質問でございます。 

法令で決められているものの他ですね、人間がこの社会で生きていく上での、暗黙

のルールと申しますか、そういう事を私は常識という具合に考えております。 

以上であります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２２番、杉田 剛君。 

○２２番（杉田 剛君） ２２番、杉田 剛です。 

今ほどのご答弁ですけども、暗黙の中の何とか何とかというような事をおっしゃい

ましたけども、良くわかりましたけども、本当に常識があるならばですね、そのよう

な事で常識があるならばですね、やはりもう少し考えてですね、考えていただきたい。 

そういう事です。そういう事でございます。もっともっと長くいえと言えば言えま

すけども、できるだけ簡潔にというのが趣旨でないかなと、こんな事も思いますので、

あれなんですが、本当に常識というのは人間にとって生きていく中に、一番大事な事

じゃないかなって、そんな事を私なりに思っております。 

なんせ私はこうした無学の人間ですから、何を言うかわかりませんし、おかしいか

なと思いますけども、やはり人間である以上は常識という物をまず考えて行動を取っ

て行くという事がですね、やはり一番大事じゃないかなと、そのような事を思ってお
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りますので、一言だけ総務部長にお訪ねをしたという事でございますんで、どうかひ

とつご理解をいただきたいと思います。以上です。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） とにかく常識を持てというお言葉、最長老議員のお言葉として

考えますと非常に重いものがございます。 

充分心して市政運営にあたります、ありがとうございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

今何人かの議員から、市長報酬の４０％カット、いろいろ議論をされていますけれ

ども、私は別の角度からちょっと市長にお伺いしたいとこのように思います。 

市長は先ほどの私の質疑の中で言いまして、市長は中々懸命な方ですから、それく

らいの事は常識として入っていると思うんですが、今ほど早速常識という言葉を使わ

せてもらいます。 

といいますのは、国会議員ですね、国会議員の先生方は代議士と、このように余分

ですけれども、市長、代議士はね、今どれくらいの歳費、報酬と言わないそうです、

歳費のカットをやってるのかと、それから今、福井県の県会議員も、これ時限立法で

すが、報酬のカットをやっておりますけれども、どれくらいの数値のカットをやって

いるのか市長ご存知ですか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 申し訳ございません、代議士の報酬カットとか県会議員の報酬

カット、何割かというのは、私は存じて降りません。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

それじゃ市長にお教えします。杉田議員じゃないですけれども、杉田議員以上に無

学な男が市長に教えるんですから、ひとつ重く受け止めてください。 

国会議員の先生方、代議士は１割のカットをやってます。歳費の１割カット、それ

から福井県の県会議員の先生方は５％のカットをやってます。 

なぜ私、こういう数字にやね、固守するかと言いますと、先ほど来何人かの議員さ

んが質問されているように、４０％の報酬カットというやつは、私の言わせれば余り

にも・・・・じみた数字でしかないと、やっぱり先ほどやね何人かの議員が言われま

したように、私も福井県の市長会のある市長さんからそういう話を聞いております。 

余りにもやね、一人だけやね、パフォーマンスが酷すぎると、こういう話も聞いて

おります。ですからやっぱり常識的に世間の人がなるほどなと、これぐらいなら仕方

ないであろうとそういう数字なら納得できますけれども、４０％という数字が余りに
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もやね、突出した数字ですから、皆さん何考えているんだと、市長は何考えているん

だと、だから先ほどの笹原議員の質問じゃないですけれども、その次ぎにしわ寄せが

来るのは市民に対する負担じゃないかと、公共料金の値上げじゃなかろうかとそうい

う話も私の耳にもじゃんじゃん入ってきてます。 

ですからもう少しやね、まだ時間がありますから、市長は考えて頂きたいと、これ

が一点とそれから、市長ですから当然こういう言葉はご存知だと思いますが、実質公

債費比率というやつがありますね、これ今、３年毎の公債比率を集計しまして、それ

で数字を出していくと、今これの実質公債費比率が福井県で言いますと１８％以上に

なるとやね、県の指導が入ってきてしまうと、ですから自治体では何もできなくなっ

てしまうと、自治体の考えでもっては何もできなくなってしまうと、こういうシステ

ムなんですけれども、そんな中で市長が今、仮にですよ、仮に最終日にこの４０％の

報酬カットが通ったとした場合に、実質公債費比率ですね、これの改善にどれくらい

繋がるか、答弁方お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 恐らくほとんど数字には上がらないぐらいの差だと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

でしょう市長、市長かってそういうように思ってられるでしょう、そうなれば再度

私、使わせてもらいますけれども、やっぱり世間一般の常識、常識の範囲内のやね、

そういう考え方を、あるいは物の言い方をしていただくと、これが大事じゃないかと

思います。 

それで、これで最後になりますけれども、市長には報酬の他に市長交際費がありま

す。市長交際費がね、この市長交際費は年間１５０万ぐらいでしたかね、私もはっき

りした数字、忘れましたけれども、３００万ですか、３００万ですと、私の覚えてい

る数字の倍あるんですね、市長交際費に手をつけるつもりはないですか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） まず最初にお断りをしておきたいと思いますけども、もちろん

４０％カットすることで多少でもですね、財政の改善とは言えませんけれども、多少

でも資する事があるかなとは思いますが、実際金額から言えば、あわら市の一般会計

の規模から言えばですね、これは本当に微々たるものしかないと思います。その程度

の数字だろうとは思います。 

今の市長交際費の事ですけども、私は交際費の実際の使われ方といいます、中身に

ついてはまだよく知りませんので、これは精査してみたいとは思いますけれども、交

際費であれ、何であれ、なるべく無駄を省くように私自身は努力をいたしているつも

りでございます。 
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交際費につきましてはまだ、今即答はできかねますので、お許し頂きたいと思いま

す。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 皆さん活発にご意見を出されておりますので、私も少しお話を

させていただける事をお許しいただきたいところです。 

私も一般質問をしておりません、関連という事でございますけれども、市長が４

０％を掲げてですね、今新しい橋本市長の元で市政が回されているわけですけれども、

そんな中で一般住民の方々が選挙の時点においてですね、いわゆる報酬を上げた議員

に対して厳しいおしかりのお話がありました。そういうような形の中で、今市長が４

０％を掲げておられるわけですが、そうしますとですね、結局、先ほど穴田議員がお

っしゃったのは交際費の問題もありました、そういう事の中で２２名の議員がここに

残って、１名の議員が残って、１名の議員がいわゆる市長になられた、こういうよう

な事でございます。 

そうしますと、このあわら市は３年前に市になりました、いわゆる旧芦原町、そし

て旧金津町と合流した状態で新市になった、そしてそれの経過が踏まえられてから、

いわゆる我々の報酬がですね審議されたわけで、それを審査した結果、今現在になっ

てるわけでございます。 

そういうような事を含めますと、交際費の問題もございますが、実質的に我々議員

各位におかれましては、私も含めてでございますが、いわゆる政策調査の費用も一切

ない中で、格差があるわけでございます。 

私は今、国も含めてですね、国も県も含めてですね、この格差是正という事につい

て及んでるのではないかなと、この格差という事が非常に問題になってくるわけでご

ざいますが、これは例えば政令都市、ごめんなさい、県都においては福井市であり、

あるいは離れて行けばですね、どうしても土地の値段も、あるいは住民の利便性もで

すね、いわゆる距離をおかれれば格差という物が発生するの事実でございますけれど

も、この格差についてですね、先ほどから先輩議員から述べられている内容といいま

すのは、短くやれという事でございますから、あれでございますけども、この格差と

いう事についてですね、非常に気を病んでいるわけでございます。 

そんな中で、福井市なんかの場合のいわゆる報酬、報酬の事でございますけれども、

そしてあわら市の報酬、ただ市民の方々は議会の人達のいわゆる日々の努力という物

は全く見ない形の中で、この格差についてだけですね、その問題に触れられる、いわ

ゆる市の議員も含めてですね、何してるんだというお声だけが一人歩きされているよ

うな状況でございますが、私達も今、先ほど先輩議員がおっしゃったように、生活を

抱え、そして市民サービスの原点の中にあるわけでございます。 

そこらへんどをですね、先ほど先輩議員の方々のおっしゃる中でのいわゆる市長の

交際費、年間３００万円ある中でですね、それをどうするんだという事も含めてです

ね、いわゆる私達も生きている議員としてですね、議員活動している議員として、全
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くのようするにそういう物の、いわゆるその手当てと言いますか、そういう物がない

中で、ただひたすらお前らは１０万円を上げたではないかと、こういうような事も意

見としてあるのはわかりますが、そういうような事も勘案してですね、今後、我々こ

の議員活動、更に職員各位の生活と安心と安全を、そのきちんと正誤性を取ってがん

ばっていただく為に、立派な仕事をしていただくために、やっぱりそのような事もい

わゆる鳥瞰していただいて、また市長におかれましてはですね、ご自分の先ほどパフ

ォーマンスと言われましたけれども、パフォーマンスにならない状況をですね、お作

りいただいて、また皆さんとより良き市政を構築する為にひとつがんばっていただき

たいなと思うんでございますが、それについて何かございますでしょうか。 

一言だけで結構です、時間がないのでそれはそれですが、私も言い出した以上は、

ひとつ何か結論を頂かないと、ちょっと収まらないのでよろしくお願いします。 

（｢質疑じゃない｣と呼ぶ者あり） 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えいたします。 

直接、議案とは関係ないかもしれませんけども、市長の４０％カットの条例に関し

てという事だろうと思います。 

何度も申し上げますけども、私の今回の４０％カットは、職員はもちろんですけど

も、議員の皆様の報酬にも何ら影響するものではないと、私自信はそう思っておりま

す。 

そういう事でお願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２２番、杉田 剛君。 

○２２番（杉田 剛君） ２２番、杉田 剛でございます。 

先ほどですね、市長の交際費というような事で、一年間に３００万というような数

字が出たわけなんですが、私はですね、この市長の交際費というのは私は残す必要は

ないし、精一杯使えばいいんじゃないかなと、私はそのように思います。 

私は政治の事は良くわかりませんけれども、やはり国会で言えばですね、そうした

ひとつの機密費みたいなもので、やはりこの３００万をですね、何十倍にも生かせる

ような交際費にしていただきたいなと。 

（｢議事進行について｣と呼ぶ者あり） 

人がものを言ってるときに何をいっているのか。 

（｢議長きちんとやって下さい｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） やってます。 

○２２番（杉田 剛君） わたしの言ってる事が悪いんですか。 

○議長（山川 豊君） 質問続けて下さい。 

○２２番（杉田 剛君） そういう事でですね、私はやはり、この交際費をですね、カ

ットするという事は私はあんまり賛成するものではないと思います。 
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だからやはり、使うものはしっかり使って、そしてですね、これに何十倍もの仕事

をして頂ければ、私はそれでいいと思いますけれども、やはり使うものも使わずして

ですね、結果というのは私はないと思ういます。しっかり使って頂いて、そして何十

倍、どれだけの仕事をしていただければ、私はそれでいいと思います。 

だからこの交際費については、カットする必要はないと。このように個人的に思っ

ております。以上です。 

それから、人が質問している時になんですか、あなた、共産党という主義はそうい

う主義ですか。言いなさい一言。 

(｢議事進行について｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 少し議長の議事運営はおかしいのではないかと。 

今提起された中に、市長の交際費の問題はどこにもありません。そういう事につい

て意見をおっしゃられる、それは場所が違うと、私は討論の場でおっしゃればいいん

で、質疑の場でですね、なんでもかんでもごっちゃにして発言するのはいかがかと、

そこらについて議長はもっときちっとしたですね、議事運営をやっていただきたいと

思います。 

○議長（山川 豊君） はい、コメントいたしません。 

それでは他に質疑はありませんか。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 質疑なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています議案第５９号は、お手元に配布して

あります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第６０号の上程・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長(山川 豊君) 日程第１３、議案第６０号、市道路線の認定についてを議題とし

ます。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６０号「市道路線の認定につい

て」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第６０号につきましては、東善寺３号線、東善寺４号線、中番１８号線の計３

路線を新規に市道として認定するものであります。東善寺３号線、東善寺４号線につ

きましては、東善寺集落内の生活路線、中番１８号線につきましては、一般県道三国

金津線から広域農道坂井線までを南北につなぐ路線であり、いずれも市道と認定し、

市において管理すべき路線と認められるものでございます。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま
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す。 

○議長(山川 豊君) 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長(山川 豊君) 質疑はありませんか。 

(｢なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長(山川 豊君) 質疑なしと認めます。 

○議長(山川 豊君) ただいま議題となっています議案第６０号は、お手元に配布して

あります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

 

 

◎散会の宣言 

○議長（山川 豊君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、６月８日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

 

（午後 12時 31 分） 

 

地方自治法第１２３条の規定により署名する 

 

平成１９年  月  日 

議  長 

 

署名議員 

 

署名議員 
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◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前 9時 30 分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番、関山博夫君、８

番、向山信博君の両名を指名します。 

○議長（山川 豊君） 尚、一般質問の前に申し上げます。 

一部の新聞によりますと、一般質問を通告期限に通告した旨の報告がなされました

が、すべてが通告期限内に通告されている事を申し上げます。 

 

 

◎一般質問 

○議長（山川 豊君） 日程第２、これより一般質問を行ないます。 

◇笹原幸信君 
○議長（山川 豊君） 一般質問は、通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ２番、市政会の笹原でございます。 

中学校建設に係る財政の諸問題という事で質問をさせていただきます。 

中学校問題ただ一点を争点とした異例の選挙で、二校存続を公約に掲げ、市長に当

選されましたが、選挙期間中、市政全般、財政等に関する討論は一切無く中身の無い

選挙であったと思っております。 

私は財政の面で本当に二校存続が可能であるかどうかを伺いたいと思います。 

市長は、芦原中は建設費を２６億円まで圧縮できると言われたが、当初３０億円と

いわれた金額は設計金額であって、入札をすれば建設費は下がってくるのは当然であ

ります。 

また１０年後には、金津中も生徒数が芦原中規模になるから２６億円で建つと言わ

れました。１０年後というのは平成２９年なのか、２９年ならば同規模といっても生

徒数が８０名、二割強多いのですがこの点はいかがでしょうか。 

またここで、例えば芦原中の建設費３０億円が市長の言われるように２６億円にな

ったとしても、その差額の４億円が浮くわけではありません。国、県の補助金の関係

上、市の負担としては１億円強の負担減にしかならいわけです。市民の皆さんは４億
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円安く上がると思われた方もたくさんおられたのではないかと思いますがいかがで

しょうか。 

統合中と二校存続では１８億円も余分に費用かかる計算になります。このことに関

してはどう思われるか。 

また、平成１８年に作成した市の今後１０年間の財政状況の表がここにございます。

図面がちょっと小さいのですが、青が歳入であります。赤が歳出でございます。平成

２０年度までは、収支が均衡しておりますが、平成２１年度からは、ここの点ですが、

２１年度からは、歳出が歳入を上回り慢性的に歳入不足になると、そういう結果が予

想されております。 

この中には、中学校建設費、金津中学校大規模改修費、給食センターの建て替えの

大型事業の予定は建っておりません。平成２７年度では、歳入不足が約１１億から１

２億に上がる予定でございます。 

今私が申し上げました、この中学校建設、大規模改修、給食センター建て替えの事

業が実証されますと、更に歳出が大幅に増えまして、大変な歳入不足に陥ります。 

長期財政計画では、平成２１年度からは都市計画税の導入、実質的な固定資産税の

増税、保育園の値上げ、ゴミ袋の値上げ、上下水道の値上げ等の公共料金の値上げを

してなんとか収支が均衡するとの試算が出ております 

市の懐を預かる財政課は中学校を一つ建てるだけでも厳しい。二つ建て直すなら、

さらに苦しくなるのは間違いないとのコメントを新聞に発しております。的を得た正

直な発言であると思います。 

そういった誠に厳しい財政状況が提示されております、その中においても二校を存

続し建て替えるおつもりか。二校を存続させるためどのような財政計画を提示される

かも併せて答弁を願います。 

国庫補助金についてお伺いをいたします。 

財政制度等審議会によりますと地方財政の逼迫により、学校統合化の方向を打ち出

しております。統合中であれば国庫補助も早く認められるものと思います。しかしな

がら国の方針の逆をいく単独中の場合はどうなのか、国庫補助には当然予算の枠があ

り、議決してもそう簡単に国庫補助が付くものではありません。 

特に今は耐震工事の予算が優先されており、直ぐに建て替えるといわれるが、建て

替えに対する補助金獲得には、相当の年月がかかることも予想され、大変に厳しい状

況ではないのか。 

このような状況において、芦原中学校はいつ建てるとは、断言できないのではない

でしょうか、合併特例債は本当に使えるのか、使えるのであれば特例債の期限までに

建設できるかどうか。国策に沿った統合中学校の方が早く建つのではないのかと思い

ますがいかがでしょうか。この件は教育部長答弁をお願をいたします。 

新市建設計画に記載されているから、万難を排して芦原中は建て替え、金津中はリ

フォームを実施すると言われるならば、その他に記載されている事業についてはどう

お考えになるのか。 
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例えば子供たちの食育を担っている給食センター建て替え、大変に老朽化しており

ます、また市民の生命、身体、財産の保全を担っている嶺北消防組合金津署庁舎の建

て替えについても、新市建設計画に記載されていますが、当然、立て替えるお積りで

すね。 

５月２３日、これは市長も出席されておりますた嶺北消防組合議会において、金津

署の耐震診断の予定が組まれていないとの私の質問に対して、理事者からは、あわら

市においては、新市建設計画に新市消防庁舎建て替えが記載されており、耐震診断の

予定はしていないとの答弁がありました。つまり建て替えの予定があるため診断はし

ないとのことでありました、どう対処されますか。 

学校といえども財政上不可能であるならば変更はやむなし、そうではないのでしょ

うか。旧芦原町においては中学校は建てられなかったのです。建てていれば財政再建

団体に転落していました。そうなれば合併する相手もなかったことでしょう。合併し

たからこそ、中学校も建てられわけであります。 

話は変りますが、５月２８日の全員協議会の席上、教育総務課より小学校耐震診断

にともなう誠にショッキングな結果が公表され、芦原、本荘、北潟、金津、金津東、

吉崎の各小学校が最低のＥ判定となりました。由々しき事態であると認識しておりま

す。 

市としては、避難所として使用する体育館の工事を先行するとの事で、６校分の設

計委託料が補正予算に上がっていますが、子供たちが毎日を過ごす校舎について、市

長はなんと、１０年程度の年月をかけて補強をすると言われたが、子供、教職員の命

が長期間にわたり危険にさらされ続けることに対し、私は無視することはできません。

保護者の方の不安感はいかばかりか、早急に耐震補強工事に着手して頂きたい。 

耐震補強に対する国庫補助は、平成２２年度で打ち切りになりますので、この年度

までには必ず完了するようお願いをいたします。後３年余りしか余裕がありません。

とても１０年も待てるような事態ではありません。緊急事態であることを認識して頂

きたいと私は思います。全員協議会でも私や同僚議員が同じ質問をいたしましたが明

確な回答が頂けませんでした。再度、速やかに工事に着手するよう強く要請をいたし

ます。緊急事態である事を認識して頂きたい。 

越前市では合併協議会の第一優先は市庁舎の移転新築でしたが、小学校耐震診断の

結果があまりにも悪かったため、庁舎建て替えを先送りし、小学校の耐震補強工事、

もしくは建て替えを優先するとのことであります。命の危険を回避することを優先し

た素晴しい決断であると思います。我が市も同様にお願いしたいものであります。 

尚、工事費はいくらかかり一般財源はどれほど必要なのかも併せて答弁をお願いし

ます。 

以上で一回目の質問を終ります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えをいたします。 
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議員ご指摘のとおり、今回の市長選挙につきましては、私も「統合中学校を建設す

るのか」或いは「２校を存続するのか」を選択する、住民投票の様相を呈した選挙で

あったかと思っているところであります。 

そして、この選挙の結果は、２校存続を公約に掲げた私が当選をさせていただきま

した。 

しかしながら、これからのあわら市の財政に不安を抱かれる方々が数多くおられる

であろうことも承知しており、今後は、そのような方々のご意見も十分に拝聴しなが

ら市政運営を行って参りたいと考えているところであります。 

さて、議員ご質問の１点目である「１０年後には、金津中も芦原中と同程度の規模

になる」との私の発言の中の「１０年後」でありますが、これは、昨年、市が行ない

ました中学校建設住民説明会の資料の中で示された、生徒数の推移見込みによれば、

平成２９年度の金津中の生徒数は４１８人と見込まれており、平成１９年度の芦原中

の生徒数、４０３人と比較し概ね変らない数字であることから、「同程度の規模」と

申し上げたものであります。 

次に、２点目の財政問題についてのご質問でありますが、私は、選挙期間中に「芦

原中学校を２６億円以下で建設したい」と訴えて参りました。 

これは、芦原町時代に設計されたものは、多少贅沢に設計されたものであることか

ら、財政が厳しいあわら市において、切り詰めることの出来るものは、切り詰めなが

ら２校を存続させたいという主旨であり、決して、市民の皆様に市の負担を４億円下

げるとの誤解を与えるための発言でないことをご理解いただきたいと思います。なお、

２校存続にかかる財源手当につきましては、金津中学校の耐震診断の結果を受けて、

整備方針を決定し、それらの費用を含めた財政計画をお示しし、ご協議いただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、３点目の長期財政計画から見ての２校存続の可能性についてでありますが、

確かに現在の財政状況は、あわら市に限らず、どの自治体も非常に厳しいものがあり

ます。議員ご指摘のとおり、統合中学校建設に比べ、２校存続の方が市の財政に与え

る影響は大きいものと考えております。今後はあらゆる角度から財源確保の検討やそ

の内容も含めた事業の選択を行って参りたいと思っております。 

この過程において、現在考えられている事業の縮小・先送りが必要となる懸念は否

定できません。 

その際に重要なことは、市民の目線に立って、今求められているニーズに取り組ん

で行くことであり、そのことが私共に課せられた使命であると考えているところであ

ります。 

したがいまして、今後の財政問題、とりわけ市民にとって痛みを伴う課題につきま

しては、議会の皆様と十分相談をしながら、説明責任を果し、市民の皆様のニーズに

お応えできる市政運営を行って参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますよ

うお願いをいたします。 

次に、５点目の給食センターや嶺北金津消防署建設など、新市建設計画に挙がって
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いる事業の実施についてのご質問でありますが、議員がご心配されているとおり、残

念ながら現在のあわら市の財政状況では、全ての事業を直ちに取り組むことは困難で

あります。したがいまして、先ほども答弁させていただきましたが、市政の主役であ

る市民の皆様方のニーズを十分に把握しながら、議会とご協議させていただいたうえ

で、事業の優先順位をつけ、よりよい行政運営に取り組んで参りたいと考えておりま

すので、ご理解賜りますようお願いをいたします。 

最後に、６点目の市内小学校の耐震補強工事についてのご質問にお答えをいたしま

す。耐震診断調査は、国の指導に基づき、震度６強の大地震を想定した場合の耐震度

を数値化したものであります。調査対象となった校舎及び体育館は、昭和５６年以前

の耐震基準により設計された建物であり、それらを新耐震基準により検証したもので

ありますので、ある程度の判定結果は想定されたものの、結果を目の当たりにすると

笹原議員ご指摘のとおり、憂慮すべき状況にあると思っております。 

この診断結果に基づく補強工事費については、概算ですが、１４億６千万円を見込

んでおります。また、工事着工時の一般財源としては、国庫補助事業としての採択が

順調になされた場合、約１億８千万円を予定しております。なお、工事の時期につい

ては、早期完成を基本として、今後お示しさせていただく、財政計画の中に織り込ん

で参りたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いをいたします。 

なお、４点目のご質問につきましては、教育部長より答弁いたさせますので、よろ

しくお願いをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 教育部長、平田幸一君。 

○教育部長（平田幸一君） 笹原議員の４点目の質問についてお答えいたします。 

財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会では、「小・中学校の統合加速による

経費削減効果を報告」するとの報道がありますが、議員お尋ねの、芦原中学校の改築

に係る、安全・安心な学校づくり交付金の事業採択につきましては、耐震補強事業へ

の配分が優先される傾向にあることと、昭和３０年代から４０年代にかけて建築され

た学校の老朽化が進んでいることなどから、楽観できない状況であると考えておりま

す。 

国庫補助事業の採択につきましては、いつの時代でも、理事者側と議会が心を一つ

にして、根気強く要望活動を行なうことが最も重要なことであり、議員各位におかれ

ましては、趣旨をご理解いただき、早期に事業の採択がいただけるようご協力をお願

いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） それでは再質問をさせて頂きます。 

まず、再質問に入る前に、５月１７日に市役所三階正庁において、納税組合総会の

後、ジャーナリストで経済評論家の坪川常春氏の講演を聞く機会がございました。 

この話のなかで今回のわが市の市長選挙はミステークであると、ミステーク、大き
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な誤り、間違いであると断じられておられました。一校、二校というのは論外で、子

供を人質にするのは一番卑怯なやり方であると、一番大事なのは財政であると述べら

れておらました。このような自治体には将来がないとまで言い切っておられました。 

親方日の丸ではない、親方火の車であると、このまま進むと自殺行為であると厳し

い指摘がありました。 

政治家は辞めればそれですむが、市民は辞めるわけには行かない。長い年月、借金

という重い荷物を担いでいかなければならない。この悲惨な状況から逃れるためには

長年住み慣れた街を捨てるしか方法がない。 

この話は第三者があわら市を客観的に見てその思いをストレートに語られたもの

です。この話を直接市長にもしているという事でございまして、まだ返事をもらって

いないとのことでありました。私もその通りだと思います。 

では再質問に入ります。市長にお伺いをいたします。 

最初の質問ですが、同じ規模だから二校とも２６億円で建つと言われましたが、確

かに１０年後の金津は４１８名でございます。市長、今言われましたように、芦原中

の人数は４０３名、これは平成１９年、今年ですね、今年中学校は建ってません、建

つのは２３年か２４年、わかりませんけれども、この時になりますと３４０人程度に

なりますと、ですから私は８０人ぐらい減るんじゃないかと、８０人が多いんですね、

だからこの２６億円で８０人も多い学校が建てれますかという質問をいたしており

ます。 

また、建設費を４億円下げた下げたと市長はおっしゃってる、しかしながら市の負

担は私が先ほど言いましたように、１億円強なんです、この質問に対して、先ほど市

長は市民の皆様に市の負担を４億円下げるとの誤解を与えるための発言でないとい

われたが、市長が４億円安くなると思えば、市民は４億円安くなるとそう感じます。

４億円安くなるけれども市の負担は１億円しか安くなりませんよという説明するん

であればわかります。 

４億円だけが一人歩きをしているがどうなのをお伺いしたいのと、この設計図が旧

芦原町時代に作られた設計図が３０億円、できる頃になりますと１０年以上もかかり

ますね、中学校が平成２４年ぐらいにできるのであれば１０以上前の設計図です。当

然、１０年前でしたらもっと人数が多いはずです、ここまで人数が下がってくれば、

当然２６億円で建つと思います。そういう私の思いがございます。 

３番目ですが、初日の定例会において、東川議員の大規模改修をすれば一般的に何

年持つのかとのそういう質疑に対しまして２０年から３０年持つとの回答がござい

ました。 

それではお伺いをいたします。金津中を今回大改修すれば、建て替えは３０年後の

平成５０年頃とみればいいのですね、お答えを願います。 

また、４番目ですが、金津中の耐震診断の結果が建て替えとなった場合、二中同時

建て替えは財政上不可能である。統合中学校を選択する以外に方法がないと思われる

がどうお考えか、また財政シミュレーションで二校存続は無理と判断されたときは考
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えかたを統合中学校にシフトされるか。 

それとですね、二校改築というのは、合併協議会では決定されていないんです、市

長がいつも建て前で合併協議会で協議した、いや新市建設計画に載っていると、そう

いうお言葉をよく出されるのですが、市長の建前から言われたら、二校改築とは載っ

てないんです、これは協定違反になるのではないかと思うのですがいかがですか。 

５番目、頭金を手当することができれば、後は借金をして学校は建ちます。据え置

き期間を長くすれば、元金返済は平成３０年以降頃から始まるので、市長の在任期間

にはさしたる影響がないんです。後はどうするのですか、市民にすべて負担させて、

旧芦原町と同じで借金まみれで合併に逃げ込みますか、こんな状態で合併に応じてく

れる自治体があるとはとても思われませんが如何でしょうか。 

松木前市長は自分の任期中には殆んど返済負担の影響がないのにも拘らず、１０年、

１５年先の将来を憂いて統合中学校建設を決断されました。大変に勇気ある決断であ

ったと私は評価しております。そして前任者の残した借金の返済に追われたんです、

借金を作った当人からは無理難題を言われ、これといった事業が出きず、皆さんのご

希望に答えられなかったことに対して、大変残念であったろうと思います。 

６番目です。二校存続の方が市の財政に与える影響は大きい、そう市長、先ほどお

っしゃられました。あらゆる角度から財源確保の検討をすると言われたが、具体的に

どのような方法をとられるのか、歳入増の目標値なるものを設定されて実施されるの

か、それとも単なる社交辞令なのかを伺いたいと思います。 

７番目です。今から長期財政計画を提示されますが、この計画の信憑性に私は疑問

があります。市の将来がかかっておりますので、必ず公認会計士の方とか、第三者の

専門家を入れて、１５年以上の長期計画と、現在の借り入れと今後予定される全ての

新規事業を含めた、返済計画を作成していただきたい。 

この第三者を入れるということについては、譲ることが絶対にできません。この件

についての確約をお願いをいたしたい。 

８番目です。これは私が第一日目の本会議で質疑した内容ですが、選挙で当選が決

まったとたん、市民に負担をお願いするとの発言があった。｢当選するなりこれかよ｣

という声が聞こえませんでしたか、私たちは選挙中、二校存続すれば必ず第二の夕張

市になると主張してまいりましたが、市長は二校存続それだけで、ましてや選挙中に

負担をという話しは一度もなかった。定例会一日目の質疑の中で二度も三度と負担を

求めるという発言が出てまいりました。 

負担を求めるとは、どういうことかとの私の質疑に対しまして、その時の議事録に

よりますと、既に１０年間の財政計画がありまして、年度毎に公共料金の値上げだと

か、税率のアップだとかと言う事が既に計画をされております。 

｢私はそれを最大限にしたい｣とそう言われました。この最大限というのは恐らく、

この計画に乗っ取った、上限という意味であろうとは思いますが、増税をやると言っ

てるわけです、確かに財政課からはそのような計画が出ておりました、ただ市民は全

く知りません、初めて市長の口から出たわけであります。 
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選挙期間中に市民の皆さんに二校存続の為には、負担をお願いせなあかんのやと、

そう言ったならいいですよ、努力もせずに大変拙速であり、市民を欺く行為ではない

のか、その点どうお考えか。また何をどれだけ税を上げるのか、具体的にお示しをい

ただきたい。 

最後に耐震補強に関しまして、できるだけ早くと言われたが、物事を実施するには、

完了期間が必要で２２年までに完了して頂きたいと思います。 

ちょっと時間がございませんので、早く言います。 

教育部長にちょっとお願いしたい、お聞きしたいのですが、先ほど回答いただきま

したが再度伺いたいのですが、国庫補助については楽観できないという状況の回答を

頂きましたが、相当時間が係るという認識で良いのか。 

市長は議決すれば直ぐ建つようなことを言われていますがどうなんでしょうか。も

しそのような状態であるならば、統合中のほうが早く建つのではないのか、いかがで

しょうか 

後まだお聞きしたいことがあるのですが、以上で留めます。 

以上よろしくお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

ただ、大変たくさんのご質問でございますので、ちょっとご質問の趣旨に合わない

点があるかもしれません、初めのご質問の内容をちょっと忘れてしまうというような

事もありますので、その辺ちょっとご了解を頂きたいと思います。 

まず、最初の講演会の坪川常春氏のご講演の内容、実は私もその前の他の団体での

講演で、坪川先生のお話をお聞きしました。その講演が始まる前に坪川先生とお話を

させていただきました。 

かなり厳しいご意見を頂戴しました。例えばその中にはですね、ひとつは今笹原議

員のご質問にもありましたけれども、今後の財政計画を立てる時には第三者の専門家

を入れてはどうかというご指摘もございましたし、後は滞納についてがんばらなけれ

ばいけないよと、いうようなご指導も頂きました。全くその通りだなというように思

って、大いに参考にさせて頂こうと思っております。 

まず、一点目だったと思いますけども、芦原中学校と例えば１０年後の金津中学校

の生徒数の推移のお話だったと思いますけども、要するに芦原中学校の改築の３０億

円といわれている金額は、いわば４００人程度の芦原中学校の現在の生徒数を前提に

して立てられている設計金額でありますので、何年後のなるかは別としましても、お

およそその程度の生徒数であれば、おそらく同程度の金額で建設ができるであろうと

いう、そういう趣旨でございましたので、そのようにひとつご理解いただきたいと思

います。 

それから、３０億円を２６億円で建設する事で４億円下がるという事につきまして、

それはあくまでも建設費相対が４億円下がるのであって、いわゆる所要一般財源は４
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億円は下がらないよというご指摘だったかと思いますけども、私も選挙期間中の話し

でありますけども、いくつかの所で自分なりの思いを訴えて回りました。いくつかの

会場では、その旨もきちっとお知らせはしていました。ただ、ご理解いただけると思

いますけども、選挙期間中での自分の話というのはあまり細かくなると中々時間もか

かりますし、かえって難しいという面もございますので、段々端折っていったという

事実はございます。そういう中で、４億円自体が市民の負担が下がるというように誤

解を受けたのかもしれませんけれども、あくまでもそういう趣旨でございますので、

これはご理解いただきたいと思います。 

それから金津中学校を仮に耐震補強した場合にどれくらい持つのかというお話で、

初日の質疑の中でも恐らくですけども、２０年から３０年は持つだろうという答弁に

ついてのお訪ねだったかと思いますが、建物が何年持つかというのは、そもそも建物

そのもののもつ期間というのは本来あると思います。通常、鉄筋コンクリートですと

６０年程度といわれていると思いますけども、それは恐らく変らないと思います。６

０年来た場合に６０年前で建て替えするのか、あるいは６０年過ぎて７０年経ってか

ら建て替えをするのか、それはその時々の判断だろうと思います。 

要は建物自体が持っている、そのいつまで持つのかという数字とは別個にですね、

耐震補強すれば耐震補強そのものは２、３０年は持つであろうと、そういう趣旨でご

ざいます。従って、仮にですね金津中学校を２、３０年耐震的には持つ補強をしたと

しても、３０年まで中学校を建て替えないのかという事は全く別な問題だろうと思い

ます。それはその時の判断によるのではないかなと思います。 

私が今考えておりますのは、耐震調査をした結果、議会にもお示しをして、あるい

は財政シミュレーションもお示しをした中で、金津中学校は耐震でやるのであれば、

いずれ金津中学校の改築という時期も来ようと思いますので、それをどの辺りに考え

るのかというような事も合わせて、議会の皆様とご相談をさせて頂きたいというよう

に思っておりますのでご理解頂きたいと思います。 

それから、金津中学校の耐震調査をしたのちの財政計画を建ててみて無理だったら

どうするのかというお訪ねだったかと思いますけども、今回の選挙の結果、二つの中

学校を残して欲しいというのが住民の意思であったと思います。全ての住民の願いに

応える事は行政はできませんけれども、今回ほど市民全てを巻き込んで大きな課題と

なって、しかもそれが原因で選挙になったわけですから、これは極めて大きな市民の

意思、強い市民の意思だというように判断せざる得ないと思います。 

従いまして、私は二校を存続を前提とした財政運営を行ないたい、そのような財政

シミュレーションをお示しをしたいというように思っておりますので、二校を存続さ

せる事を前提とした時に、それが無理になるというような事があったらどうするのか

というご質問は、ちょっとこれは当たらないのではないかなと、無理にならないよう

に二校存続に努める財政ビジョンを示させて頂きたいと、そういう意味でございます。 

それからもう一点目は、従来の新市建設計画には二校を改築は入っていなかったの

ではないかというお訪ねがあったかと思いますけども、従来の新市建設計画では芦原
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中学校は改築、それから金津中学校については耐震と大改修であったと思います。こ

れは二つの中学校を維持するんだという事の意思表示以外に他ならないと思ってお

ります。 

金津中学校の建て替えは新市建設計画にはいっていなかったのではないかという

ご意見でございますけれども、ご存知のように新市建設計画と言いますのは、合併特

例債の対象にしたい事業といいますか、そういうものを対象としておりますので、そ

の事とですね、金津中学校の改築の問題は、これも別ではないかなと思います。 

それから、選挙の時には市民の負担を求めないといいながら、選挙が終ったとたん

に市民に負担を求めるというような発言があったけれども、その真意はどうかという

お尋ねだったかた思います。 

初日の質疑でもお答えいたしましたけれども、既にできあがっている財政計画がご

ざいます。その財政計画の中には、繰り返しになりますけれども、年度毎に新しい税

金の創設だとか、公共料金の値上げだとかいうような物が既に組み込まれております。

これはもちろんその時になって、議会の同意を頂かなければできないものではありま

すけれども、私は選挙期間中に二つの中学校を残したら、これはかなりの負担増にな

るぞと、市民の負担が増えるぞというようなご批判をいただいておりましたので、私

は既にできあがっている財政計画に一応計画として上がっている市民負担増、それを

最大限にしたいと、それ以上の市民負担が増えないように、財政計画を組みたいと、

そういうように申し上げております。 

それ以外の事につきましては、他の税収増を計ったり、あるいは歳出については先

ほど来申し上げておりますように、場合によっては事業の圧縮、先送りという事もあ

りうるかもしれません。 

そのような事業の圧縮、あるいは先送りという意味において、市民の皆さんのご負

担を頂くといいいますか、ご期待に１００％応えられない事が生じるかもしれません、

そういう意味において市民のご負担を頂かなければならなくなるかも知れません、そ

のように申し上げているつもりでございます。 

それから、ちょっと何点かありましてけれども、後これは教育部長へのお訪ねだっ

たかと思いますけども、国の事業採択がそう簡単にいかないのではないかというご質

問であったと思います。私のほうからお答えさせていただきますけども、確かに全国

的には耐震補強、改修の方に予算配分があるようでございまして、もしこれが芦原中

学校の改築となりますと、中々国の事業採択というのは一般的には簡単ではないかも

しれません、私もそのように思っております。ただこれは、議会のご同意が頂けるこ

とが前提でございますけれども、議会のご同意がいただければ、議会と一緒になって、

色々な要請活動をする事によって、私はそう長い時間を掛けなくても、何とか国の事

業採択はいただけるのではないかと、これは希望的観測かもしれませんけども、思っ

ておりますし、その時には最大の努力をいたしたいと思っておりますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

以上でございます。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） すいません、もう一回質問したかったんですけど、時間がござ

いませんので、９月議会にもう一度、市長と合いまみれたいと思いますので、もっと

突き詰めてお話したかったんですけど、ちょっと私の時間の配分を間違えました。 

ありがとうございました、以上で終ります。 

 

 

◇篠﨑 巖君 
○議長（山川 豊君） 続いて通告順に従い、１０番、篠﨑 巖君の一般質問を許可し

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １０番、篠﨑 巖君。 

○１０番（篠﨑 巖君） 市政会の篠﨑、議長のお許しをいただきましたので、通告の

件につきまして一般質問をいたします。 

橋本市長さんには、中学校２校を守ることを最大の公約にして、あわら市の２代目

の市長に就任をされました。 

選挙戦の一番の争点でありました中学校建設につきましては、将来のあわら市を担

ってもらう子どもたちに、良好な教育施設のもとで勉強に励んでもらい、立派な人間

形成にがんばってもらえるような環境を一日も早く建設できるように、最善を尽くし

ていただきたいと思っております。 

これまで、直ぐにでも建設が始まり、新しい学校で安心して勉強に励めると思って

きた子どもたちに、またしても、責任ある我々大人たちは夢を奪いとってしまったと

思っております。 

橋本市長をはじめ我々議員も、子どもたちからは全く信用してもらえなくなってし

まったと思います。 

私は、議会制民主主義における賛成多数による議決を得た統合中学校建設を覆して、

市民運動なるものを盾に市長に当選して、未だ、２校存続への材料を持たず、財政計

画等の方針もなく、建設計画もお示し頂けないという橋本新市長に対し、不信感を持

っておりますし、芦原中学校の建設は何時になるのかと、大きな疑問を感じておりま

す。 

さて、先の日本農業新聞に、国は今年の夏にも国土形成計画を策定するとの記事が

掲載をされておりました。これは、国における財政難を背景に、地域の自主的な発展

を促し、自立困難な地方自治体は切り捨てていくとのことであります。 

もとより、旧芦原町は観光と農業を基幹産業に戦後の我が国の発展と共に歩みをし

てまいったところであります。しかしながらバブルの崩壊など時代の変化に伴い、ま

た、産業構造も相まって厳しい財政状況を余儀なくされるようになって参りました。 

この間、農業補助金なども大きくカットされ、福井県第一の畑作地帯である北部丘
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陵地は、遊休農地どころか荒野へと変わり果ててしまった感さえいたしております。 

今回の国の制度改正が行われれば、人間が人間として生きて行くために一番大事な

食を生み出す農村部を見限ることになるもので、きわめて遺憾といわざるを得ないも

のと思っております。 

さて、このように、国をはじめ地方自治体の財政状況は、逼迫した状況であり、合

併後のあわら市においても、誠に厳しい財政状況にあることは、橋本市長さんが一番

よくお分かりのことと思います。 

このような現状を総合的に踏まえ、現時点における最良の選択として出された統合

中学校の建設問題につきましては、昨年６月開催の定例市議会に統合中学校建設を含

む新市建設変更計画の議案が提案され賛成多数で可決されたところであります。 

その後、市議会としても特別委員会を設置し、統合中学校建設に対する多くの課題

や問題など９回にわたって委員会を開催して、総合的に検討を進め、早期の事業取り

組みを目指し積極的に統合中学校建設を進めてきたところであります。 

この間、私は何回も芦原中学校の現状を確認するために現地へ足を運びました。現

状をこの目で確認するとともに、多くの人から状況を聞くにつけて、一日も早く校舎

を整備する必要があると痛感をしているところであります。 

市長もよくご存じのことと思いますが、芦原中学校の改築は旧芦原町時代に実施設

計まで完了し、今直ぐにでも着工されるものと、全ての関係者が思っておりました。 

しかしながら、財政的理由で延び延びになり、残念ながら何時の間にか合併後の新

市の事業に先送りされたものであります。 

ところが、合併によってあわら市には芦原中学校と金津中学校の二校があることと

なりました。両校とも同時期に建てられた建物で、外観上はかなりの違いはあるもの

の、構造的に考えると金津中学校も早かれ改築を要するものであると思われます。 

また、１０年後の平成２９年度の中学生の生徒数は、６７８人で、現在の生徒数よ

りも３０パーセントも減少することが明らかであります。 

特に、芦原中学校は２６０人台になり、専門教科等の教諭の配置などに支障が考え

られるとの心配も出ております。 

さて、市長は、芦原中学校は改築、金津中学校は耐震改修と大規模改修を実施して、

２校を残すこととして、これらの工事を早期に実施するとのことであります。 

また、近い将来、金津中学校の建て替えも生じてくることが考えられますが、これ

には特例債は全く使用出来ないものと考えます。 

従って、これまでの説明によれば、これらの工事に要する自己資金は、芦原中学校

の改築で１４億３千万円、金津中学校耐震改修で６億７千万円、特例債の使えない金

津中学校の改修には３０億２千万円を要し、総額では何と５１億円の自己財源を要す

ることになります。 

一方、統合中学校建設の自己財源は２３億３千万円でありますので、差し引き２８

億円余の大きな差が生じるものであります。 

そこで、今後のあわら市の財政状況を考慮いたしますと、統合中学校建設すら厳し
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いものと考えられるのに、二つの中学校を改築と改修を行なうことは、早期の財政破

綻をきたすことは明白なことであると思います。 

先ほど笹原議員も質問いたしましたが、小学校の耐震診断の結果、工事額１４億６

千万の耐震化が必要とのことでございますが、私は、今後のあわら市の総合的な発展

を最大限考慮し、市民が、市の未来に確信と夢を持ち、住みたくなる町となって、今

後益々発展することを願い、統合中学校建設が最良の選択であると考え、先の市議会

で賛成討論を行ったところであります。 

さて、統合中学校の建設は、最速で４年の歳月を要するとのことで、平成２３年度

には開校する計画でございました。 

小学校２年生の児童が新設の中学校に入学することができて、あわら市の統一され

た中学校教育がスタートされるものと期待をいたしていたところであります。 

しかしながら、２校を守ることを最大の公約とされた橋本市長の当選で、未だ、そ

れのスケジュールさえもお示し頂けないことに、期待を大きく裏切られた感がいたし

ております。 

橋本市長誕生を支持された多くの市民の方々は、今直ぐに新しい芦原中学校の建設

が始まるものと思っているようでございます。これら多くの市民に対して、一日も早

く、芦原中学校の改築と金津中学校の改修計画のスケジュールを示し、事業関係や財

源等に対しての理解を得ることが最も重要と考えますが、どのようにお考えかお尋ね

を致します。 

次に、同時期に建てられた芦原中学校は改築で金津中学校は改修して、２校を残す

との公約をされておられますが、これでは整備後の両中学校に教育環境の格差が生じ

ることとなります。橋本市長さんとしては、一日も早く金津中学校の改修の具体的内

容を市民に説明し、芦原中学校の改築とは大きな相違があることを認識してもらう必

要があると考えますが、どのようにお考えかお尋ねをいたします。 

なお、金津中学校の将来の改築についての考え方につきましても、どのようにお考

えか併せてお伺いいたします。 

次に、金津中学校の改修は、耐震改修に加えて大規模改修を併せて実施するものと

思われますが、これらの工事計画の内容と工事期間をお示し頂きたいと思います。ま

た、工事期間中の授業方法について、どのように考えておられるのか併せてお尋ねい

たします。 

学校教育だけを考えれば、少人数の生徒数で全てに目が行き届き、名前が全部覚え

られるような地域に根ざした地域ごとの学校があることが理想であると思われます

が、行政全般を考慮し市民の多くの要望に応えて行くためには、思い切った改革も行

なわなければならないことも多々あると思います。 

今後、地域の人々の知恵とアイデイアで、あわら市の活性化を目指すことも極めて

重要なことであると考えますが、議会制民主主義を基本としたあわら市の市政運営に

配慮をして頂くように要望し、一回目の質問を終ります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 篠崎議員のご質問にお答えをいたします。 

議員ご指摘の芦原、金津両中学校の整備スケジュールでありますが、現段階では、

両中学校の具体的な整備計画をお示しすることができず、特に芦原中学校の１日も早

い着工を待ち望んでいる市民の方には、心苦しく思っているところであります。 

しかし、２校存続を公約とした私が市長になったとは言え、現在のあわら市の新市

建設計画では、中学校の整備については、統合中学校の建設に変更されていることは

承知をいたしているところであります。 

本定例会において、金津中学校の耐震診断調査委託料を補正予算に計上し提案させ

ていただきましたが、その診断結果を精査したうえで、できるだけ早く、あわら市の

財政シミュレーションを行ない、その中でお示しをしたいと考えておりますので、ご

理解賜りますようお願いをいたします。 

次に、議員ご指摘の教育環境の格差についてでありますが、先ほどからご説明申し

上げておりますとおり、仮に、金津中学校が、耐震補強と改修によって、十分な教育

環境が確保できるものであるならば、保護者や市民の皆様にご理解をいただけるよう、

例えば、生徒数に合わせた間取り変更や、設備機器を導入するなど、出来得る限りの

大改修を実施し、教育環境の向上に努めて参りたいと考えているところであります。 

また、将来の金津中学校の改築につきましては、施設の耐用年数や、時代に合った

設備であるかなどを十分検討し見極めていかなければならないと思っております。 

最後に、金津中学校の工事期間中の学校運営についてのご質問でありますが、既存

の学校施設の改修につきましては、授業への影響を避けるため、通常は夏休みを利用

した工事が基本となり、一定期間を要するものと想定されます。 

また、工事内容や規模によりましては、仮校舎の検討も視野に入れるなど、学校運

営につきましても、十分配慮しながら計画をしなければいけないと考えております。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １０番、篠﨑 巖君。 

○１０番（篠﨑 巖君） 金津中学校の耐震改修に関する診断調査は、早急に実施して

いただきたいと思いますが、診断結果では早期改修を要するものと思います。 

また、これに併せて長年の使用で痛みの激しい箇所や、より快適な明るい教育施設

を維持するための大規模改修を行なうべきと思いますが、これに対する現時点での考

え方について再度お訪ねをいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 議員ご指摘の用に診断調査はなるべく早く実施されたいという

ご意見でございますけれども、大変ありがたく思っております。私もなるべく早く調

査をいたしまして、その調査結果に基づいた計画を早く議会にお示しをして、ご理解

をいただきたいと思っております。 



 

 57 

仮に金津中学校の耐震大改修となった場合は、今篠﨑議員、ご指摘のように現在で

もいろいろと不便なところといいますか、整備をしてもらいたいと学校現場で思ってる

箇所が恐らくあるだろうと思いますので、できるだけそういう面につきましても現場の

先生方のご意見を伺いながら、ご希望に添うようにこの際改修を、大改修を加えて行き

たいと思っております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １０番、篠﨑 巖君。 

○１０番（篠﨑 巖君） 三回目の質問をいたします。 

金津中学校は改修との事で耐震診断を実施するとの事でございますが、これは元々

改修を基本としての調査であります。芦原中学校は改築を前提に体力度調査を行なっ

ております。ここに大きな違いがございます。このところを市民に詳細に説明してい

ただきたいと思います。 

芦原中学校は新しく建て替える、金津中学校は筋かえと化粧直しの工事を行なう、

これを市民にわかりやすく説明する事が重要と思いますが、これについて市長のお考

えを再度お訪ねします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

芦原中学校は改築、建て替えだけれども、金津中学校は大改修で済ませるという事

についての、市民感情といいますか、そういう事についての配慮をすべきではないか

というご質問ではないかと思いますけども。 

まず芦原中学校の改築につきましては、これは芦原町時代におきまして、建て替え

をすると、改築をするという決定の元に、芦原町時代に既に実施設計までが済んでい

たと。で、金津町との合併の時にその事を新市建設計画に掲載をしていただいたとい

う経緯があります。 

金津中学校については、合併以前から改築、建て替えという話しはなっかったんだ

ろうと思います。だからこそ新市建設計画でも金津中学校については耐震、一部耐震、

そして一部改修という事が新市建設計画に掲載されたのだろうと思います。 

それぞれの自治体の中で、自分の町の学校をどうするのかと、建て替えに行くのか、

あるいは改修するのかというのは、やっぱりそれぞれの自治体の事情がありましょう

し、それぞれの自治体の意思決定であっただろうと思います。 

その事について、あまり片方は新築だけども、片方は改修という事について、これ

をですね、基本的にはですけども、基本的な考え方ですけども、教育環境の格差とい

う事に余り私は重点を置き過ぎますと、これは少し議論が難しくなるのではないかと

思います。 

理想としては全ての学校が同じように教育環境であれば理想かもしれませんけれ

ども、あまりそれを突き詰めて考えてしまいますと、例えば小学校も全て同じ程度で

なければならないという議論に陥ってしまいます。 
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私は本来の意味での学校教育環境というのは、ハード面よりもむしろソフト面では

ないかというように思っております。本質的にはソフト面において環境格差がある事

はよろしくない、なるべく高いレベルで教育環境は維持すべきだというように思って

おります。それがベースにあります。 

しかしながら、そうは言いましても、やはり市民感情としましては、片方は新しく

なるのに、建て替えるのに、片方は改修で済ませるのかというお気持ちも私は充分よ

くわかります。 

その辺がよくわかればこそ、今ほど申し上げましたように、金津中学校の耐震改修

をするというようになった場合には、なるべく現場の意向を組みながら、レベルの高

いハード面での教育環境が維持できるように努力いたしたいというつもりでおりま

すので、ぜひその辺は市民の皆さんが方のご理解もいただきたいというように思って

いるところでございます。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

開会は１０時４５分から開会します。 

（午前 10時 33 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

（午前 10時 46 分） 

 

◇向山信博君 

○議長（山川 豊君） 通告順に従い、８番、向山信博君の一般質問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番、向山、一般質問をさせていただきます。 

現役閣僚が自殺をしたというニュースを見たのは、先月の２８日、議会運営委員会

が終わり、昼食の時でした。大変ショックでございました。ただ、国会議員として、

大臣として、責任を取るならもっと違う方法があったのではないかというようの思う

のは私だけでしょうか。 

衷心からご冥福をお祈り申し上げたいと思います。 

また、ごく最近でございますが、年金の記録の不備という問題が話題になっており

ます。ここで私は、何を言いたいかと申し上げますと、人にはそれぞれ権利と義務が

ございます。特に我々地方の一議員として責任のある言動を行なわなければならない

と常々思ってるところでございます。 

自分達の考えが違うから、市当局が説明会をしている最中に、自分達の思いと同じ

方を送り込んだり、また、市当局が皆様方に理解を求めているのにも係わらず、一方

的な考えで街宣活動をして、市民を惑わすような行動を起こすという事について、ま

た、選挙中には街宣の許可のない街宣車を使って、警察に注意をされたり、このよう
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な事が議員として有るまじき行為であるかどうか、非常に私としては当惑をしている

ところでございます。 

これらの一連の行動については、首長になられたあなたは、一方ではリーダー的立

場にあったのではないかと思っております。 

これは何も、根も葉もない事で私が申し上げているのではございません。ただ、確

証はございませんから、私の独り言だというように聞いておかれても結構かと思いま

す。 

しかしながら、市民の皆様方におかれましては、それぞれの情報でこれから検証を

していただきたいと思っているところでございます。 

市長、あなたは私とは３年間、議員としてお付き合いをさせていただきました。こ

れまで金津・三国線の建設については最初は反対でございました。しかしながら、何

時の間にか賛成をしていましたね、また、議員の報酬問題につきましても、市長の職

務怠慢だというような指摘をしておきながら、どういうわけか最後は反対の立場でご

ざいました。 

また、中学校の建設問題についても、合併当時はとにかく芦原中学校が緊急を要す

る事であるという事から、その建設を要求しておりました。従ってその時には、統合

の方だと誰もが理解をしたところでございます。 

ところが、２年前の市議会選の前には、前にございました６月定例議会でございま

すけれども、繰り上げの５月に行なわれた定例会では、あなたは住民の考えを聞く必

要があるというような質問を行っております。 

これらを見ましても、あなたは最初は煽りながら、最後は住民本位という手法を取

ってきました。これらは見方によりますと、柔軟な姿勢であると思われるかもしれま

せん。また、状況の変化に機敏に対応した態度の変更と思えるかもしれませんが、議

員としての発言や行動が、このようにころころ変るようでは、人としての信頼関係に

大きな問題が生じるのではないかと思います。 

この事については、ここにおられる議員のほとんどの方が、ご承知の事と思います。

私はなぜこのような事を申し上げますかというのは、これからこのあわら市を、あわ

ら市の行政を担うトップとして、このように常に市民に媚びを売る、また、パフォー

マンスで乗り切るというような事では、これからのあわら市の行政運営に大きな影響

があると思うからでございます。 

私はこういう事について、その都度これからきちんと精査をし、検証をしながら、

市長と是々非々で対応していきたいと思っております。 

前置きはこれくらいにいたしまして、質問に入りたいと思います。 

一つ目の質問でございます。芦原中学校を緊急に建設しなければならない事から、

このような市を二分するような選挙になったというように思っております。 

市長、あなたは旧芦原町の町会議員を２０年も努められ、その間、中学校の大改修

を一回もやらず、この合併した後に、芦原中学校が緊急の建設を要するというような

事に至った事について、他の議員やＯＢの方々、その当時執行部の一議員としての反
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省、陳謝の弁を聞いておりますが、あなたを含めて何人かは、そのかけらもないよう

に思います。 

この点について、どう解釈されますか、お聞きしたいと思います。 

二つ目の質問でございます。 

市長は選挙戦で、中学校建設問題で、二校存続の公約を挙げたわけでございます。

ただ、その二校存続をどのような形で残そうとしているのかお聞きしたいと思います。 

三つ目の質問でございますが、市長は当選以降、色々な場所で中学校建設問題以外

は従来の路線で行くと発言されております。 

今回の選挙で、考え方の違った方の支援を受けての勝利であったと思いますが、こ

れからの行政運営に支障はないのか、お聞きしたいと思います。 

市長の真摯なご答弁をお願いいたしまして、私の最初の質問を終ります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 向山議員のご質問にお答えをいたします。 

芦原中学校は、昭和３８年に校舎が、４０年に体育館がそれぞれ建築され、以来多

くの子どもたちがこの学舎を巣立っている歴史のある学校であります。 

しかし、体育館は、昭和６０年に大規模改修を行ったものの、校舎につきましては、

金津中学校のような大規模改修は行なわず、多少のメンテナンスを加えただけで現在

に至っております。このような状況の中、旧芦原町では、１日も早い教育環境の確保

のため、改築の方向で検討を行ない、平成１１年には建物耐力度調査を実施し、この

結果を受けて、平成１３年度には、基本設計、平成１４年から１５年で実施設計を行

ない、合併後の新市建設計画に改築事業として掲載しております。 

また、議員、お尋ねの「責任の所在」でありますが、芦原中学校に限らず、昭和３

０年代に建築された学校の多くは、いずれも改築又は改修の時期を迎えており、各自

治体がそれぞれの財政状況等を勘案しながら各種施策を行ってきた結果であります

ので、ご理解賜りますようお願いをいたします。 

次に、２校存続をどのような形で考えているかとのご質問でありますが、本定例会

初日の招集挨拶の中でも申し上げましたように、現段階では、私の公約で申し上げて

きたとおり、芦原中学校は改築、金津中学校は耐震補強及び改修の方向で２校の存続

を考えているところであります。 

しかし、金津中学校につきましては、耐震診断結果を精査し、整備方針を決定した

うえで、財政シミュレーションを議会にお示しし、ご協議いただきたいと考えており

ますのでよろしくお願いをいたします。 

最後に、２校存続をした場合の今後の行政運営、特に財政に関しての影響について

のご質問でありますが、先ほどの笹原議員のご質問でもお答えいたしましたが、２校

存続をすれば、統合に比べ市の財政に与える影響は確かに大きいものがあると考えて

おります。 

私は就任後の会見の場において、中学校建設以外のことにつきましては、当面は従
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来の路線に沿いながら対応して参りたいと申し上げております。 

しかしながら、２校存続に向けた財政計画を提示する段階において、中学校の建設

費の圧縮やその他の方策を講じても、場合によっては、一部事業の縮小、先送りしな

ければならなくなる可能性も否定はできません。 

いずれにいたしましても、前にも申し上げましたとおり、金津中学校の耐震診断結

果を踏まえて、２校存続に向けた財政計画をお示ししていきたいと考えておりますの

で、ご理解賜りますようお願いをいたします。 

尚、向山議員からは一般質問の通告書は頂いておりますけれども、質問原稿そのも

のは頂いておりませんので、今ほどのご質問を聞きながら、その脈絡の中でお答えを

しなければならない点もあるように感じましたので、この場でお答えできるものは答

弁をさせていただきたいと思います。 

まず、これは議員時代のお話しでありますので、市長としての答弁としてはいかが

かとは思いますけれども、こういう公の公開の場でのご発言でございましたので、私

なりの考えを答弁とさせていただきたいと思います。 

まず、これは昨年の６月議会前の議員活動の事を指しておられるのかと思いますけ

れども、街頭活動を行ったと、これは市民を惑わすものではなかったのかというよう

なご発言であったかと思いますけども、議員、市議会議員といえども、これは地方の

一政治家でありますので、政治に携わるものとして、自分の思いをそれぞれの方法で

市民の皆さん方に訴えをしていくという事は、なんらおかしい事ではないと、私は思

っております。 

それが街頭活動であれ、あるいはそれぞれの議員方の議会報告書であれ、あるいは

パソコンを使ったようなものであれ、それは私は本質的な差はないのではないかと思

っております。 

それぞれの信念に基づいての広報活動、これは私は許されてしかるべきだと思って

おります。 

それから、後いくつかの点で考え方が、ころころ変るのではないかというご批判が

ございました。 

何点かございましたけれども、まず一点目は、金津・三国線についてですけども、

最初は反対していたけれども、後で賛成したのではないかというご指摘がございまし

たが、これは事実誤認ではないかと思います。私は最初から賛成をいたしておりまし

た。 

それから中学校の事につきましては、最初は統合ということだったけども、二校存

続に変ったのではないかというようなご批判がございましたけれども、これにつきま

してはまた、後ほど他の議員さんからのご質問もございますので、その中で充分又お

答えをさせていただきたいと思いますけども、これはそれぞれに理由がございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

このようにころころ変るような議員活動をする事で、市民に媚びを売るとか、パフ

ォーマンスではないかというような厳しいお言葉もございましたけれども、私はその
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ような積りは全くございません。 

またこれは今後の議論、充分な議論をさせていただきたいと思っております。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） まず最初の質問でございますけども、議員としてですね、長年

やっておられて実際に芦原中学校の現状をどう思ったのか、なぜなら私が始めて金津

町会議員に当選させて頂いて、合併をするという事で、当時の新人議員が管内視察を

行ないました。 

その時に当然、芦原中学校も視察にまいりました。びっくりしました。廊下の戸が

大人で空けても全然空かない。当時その時雨が降っていました。体育館と校舎のつな

ぎの所がざっつかざっつかと雨が漏っていました。びっくりするほどです。これは誰

が悪いのかなと、当然行政、行政に含まれる議員、ＰＴＡ、先生、思いました。 

二校を存続するあんた方は、教育が大事だ、大事だと声を枯らして言いながら、過

去にはそういう事をほったらかしにした、この点について私は非常に怒りを覚えてい

るわけでございます。 

口で言うのは簡単です。しかし、実行してこなかったんじゃないですか、例えば、

財政難で学校の改修ができなかった、それなら北潟湖畔公園を作ったり、湯のまち温

泉駅前の土地を買ったり、そんなことしなくていいんじゃないですか、学校にもっと

財政を投入すべきではないか、この事について、終った事ですから、あまりにも追求

しませんが、当時の議員としてそういうようような気持ちの問題としての、素直な気

持ちで、旧芦原町、旧金津町が融合、融和の為にもある意味では、陳謝をしてもいい

のではないかと考えるから、あなたの行動に対してあまりにも無頓着である、そして

市民の目線、市民の皆様方の考え方、いう割には全く実行されていないんじゃないか

と言いたかったから、質問をさせていただいたということでございます。 

二つ目の質問に入ります。市長は芦原中学校を改築、金津中学校は大改修といいま

すか、耐震診断を行なった上での大改修とおっしゃられてます。その事によって二校

が存続するかもしれませんが、私が言いたいのは、先ほど来市長は市民の目線で、市

民の考え方でと何回もおっしゃっておられます。でしたら新築と改修の中身がどれほ

ど違うか、これを考えた事がありますかと言いたいんです。 

私共、中学校建設調査特別委員会は何回も新しい中学校を視察してまいりました。

全く現在の構造、建て方とは違います。そして中身も違います。それは見て始めてわ

かる事です。 

市長、行きましたか、新しい中学校、例えば丸岡南中学校、そして大聖寺、加賀市

にあります錦城中学校、全く違います。これ見てから言ってくださいね、そういう話

は。 

これはですね、改修すればそれは当座はいいでしょう、だけど親が新しい学校と改

修した学校を見れば、子供が見れば、おのずと私達の中学校も早く建てて欲しいとい
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うに決まってるんです。それが市長、我々議員の責任なんですよ。それをうまい事、

二校存続だから、いやハードな面ではというよりも、ソフトの面でカバーしましょう、

ソフトの面でカバーできますか、ちっちゃい中学校やったら、教科の人が一人しかい

ない、先生方の競争力がない、そんな所で実際に新しい教育理論や教育に対しての切

磋琢磨がありますか、ないでしょう、その方がかえって子供に対して失礼ですよ、と

私は思います。 

何を言いたいかと申し上げますと、当然、住民感情は出てきます。従って私はこの

点について、芦原中学校も金津町中学校も新築、改築をするんだったら二校存続、オ

ーケーです。それやって下さい。対して変らないと思いますよ、あなたの考え方、財

政シミュレーションしてもらえればと思います。 

ただ私は、我々一年間かけて勉強した中身では、絶対無理だと思うから要するに統

合中を建設し、同じ町の子供が、同じ環境で、ハード面もソフト面も含めて同じ環境

で勉強をしていただきたい。 

特に私の住む東部の方は、非常に距離が遠うございます。従って一校にする事によ

って、その中学校の管理費、管理の削減についてしたところ、このお金をスクールバ

スの設置という事に力を注ぐということでございます。 

従って、これは今、どうなるかわかりませんけれども、市長、その事もきちんと胸

に置いていただいて、今後の施策を進めていただきたいと思います。 

３つ目の事でございますけれども、ちょっとニュアンスが伝わらなかったと思うの

ですが、違う考え方というのは、要するに市長は学校建設問題以外は従来の路線を続

けますよという事について、何が言いたいかといいますと、例えば新幹線周辺整備計

画、企業誘致の条例改正、これらを反対している方々が、支援をしてあなたは当選さ

れた。一部の見方ではね。これらの問題を今後どうしていくかという事をお聞きした

かったんです。 

できますか。それをお聞きしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

芦原中学校のメンテナンスをやってこなかったと、合併協議がはじまった頃に、当

時の金津町の議員として、向山議員も現場を視察された時に、余りにもひどかったと、

その事についてその当時の議員としての責任を感じないのかというご指摘であった

かと思います。 

確かに芦原中学校につきましては、改築、建て替えという事を前提にしておりまし

たので、基本的には二重投資になる事を避けようというのが基本的にはあったような

気はいたしております。 

しかしながら、一方でそのような学校状態にしておきながらも、北潟湖畔の問題だ

とか、湯のまち公園の買収の事とかについては、至らなかったのではないかというご

指摘であろうかと思います。 



 

 64 

確かに学校の状況をきちっと良好なものにしておくという事に焦点を合わせれば、

言わばそれをほって置いてといいますか、ほって置いて他の事に投資をした事につい

ては、それは確かに学校教育という事を中心に考えれば、確かに攻められる面もある

かもしれません。しかしながら、その時その時の自治体の考え方であろうかと思いま

す。 

何度も申し上げますけれども、芦原中学校は既に改築を前提にしていたという事は

ひとつご理解いただきたいと思います。 

確かに、そういう事につきまして、もちろん私は町長ではありませんでしたけれど

も、何人かの一議員として、芦原中学校の状況のひどさについては、大変子供達には

その間、申し訳ない思いをさせたなあと思っております。 

実はかなり前になりますけど、私自身がＰＴＡの会長をしていた頃から、中学校を

何とかしようという話しはありましたので、かなり年月が経ちました。その間、子供

達には辛い思いをさせたなあと思っておりますし、その事については大変私も反省を

いたしているところでございます。 

もう一点目は、改築と改修の違い、建て替えた場合と改修で済ませた場合ではかな

り違うんだというご指摘であったかと思います。 

私も丸岡南中学校もそれから錦城中学校も以前に視察をしております。新しくなっ

た中学校の素晴らしさといいますか、それはよく重々承知をいたしております。 

先ほども申し上げましたけども、私が二つの中学校を残したいと思う一番の理由と

いいますか、中核の部分は、子供達の教育にとってより良い規模であるべきだという

事が一番の中核であります。 

もちろんそれぞれの他にもいろんな理由はありますけれども、それが今の時代に置

かれている中学生達にとっては、一番大事なことなんではないだろうかという思いが

全てであります。それが最大の理由であります。 

従いまして、先ほどの篠崎議員でしたか、ご質問にもお答えいたしましたけれども、

あまりその新しい学校と古い学校というような、いわゆるハード面での違いという事

にあまり重点を置き過ぎますと、これは中々難しい所に議論が陥ってしまうのではな

いかと思います。 

先ほども申し上げましたけれども、それを突き詰めていきますと、全ての中学校、

小学校を含めてですけども、同じような校舎のレベルでなければならない、設備のレ

ベルでなければならないという事になってしまいますので、願わくば子供達のソフト

面、教育面でのよりよい規模という事に何とかひとつ、お気持ちを頂きたいと思って

るところでございます。 

それから今ほどですね、議員の方からは二校改築なら賛成と言われましたですか、

それに越した事ことはないと私も思います。できればそれが一番、そこを利用する子

供達や保護者の方から見ればいいかもしれませんけれども、二校同時改築という事が

現実的にちょっと難しいと思いますけれども、先ほど来申し上げておりますように、

金津中学校の耐震調査の結果を見てですね、可能性は極めて低いと思いますけども、
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金津中学校の改築という事も、今議員ご指摘の用に二校の改築という事も可能性は極

めて低いとは思いますけれども、視野の中に入れる事は可能かなとは思います。 

それから３点目ですけれども、先ほどのご質問の中で、考え方の違った人の支援を

貰って当選したというお話しがございました。ちょっと意味がわからなかったんです

けども、再質問でおおよそ意味がわかりました。 

私はこの中学校の問題につきましては、いろんな考え方の方、いろんな立場の方が

それぞれにですね、統合に賛成された方は統合に賛成された方で、存続に賛成された

方は存続に賛成された方でいろんな考え方の人が、その問題について固まって選挙活

動を行ったんではないかなと思っております。 

そういう意味におきましては、イデオロギーの面で私と異なる方々も居られたと思

います。そういう方々もこの中学校問題については、橋本を応援してやるぞという事

でご支援をいただいたんだろうと思います。 

しかし、これは例えどんな立場の方、どんな政治信条を持っておられる方であろう

とも、選挙が終ったらですね、私は市長という公人として全ての市民の皆様に公平に

行政が行き渡るようにするのが努めだろうと思っておりますし、その事については何

ら私自身、やましい思いはございません。 

また、意図的にですね、そういう異なるイデオロギーの方々に支援を求めたかとい

えば、そういう事は決してございません。 

今ほどご指摘のあった、新幹線等々の問題につきましても、これは従来の路線に沿

いながら、努力してまいりたいと思います。先日の新幹線規制同盟の方々、沿線市長

さんがたと一緒に中央要請にもいってまいりましたし、それぞれの代議士の先生方に

も一生懸命お願いをしてきたところでございます。 

そういう事で、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） お話を聞いていますと、視野に入れるとか、考えていくとか、

色々と言い方はあるのですが、私は怖いのは市長がそういうような言い方で、その場

逃れをするんじゃないかなという不安もございます。 

それはそう置いておいてですね、最後の質問をしたいと思います。 

財政シミュレーションをするという事でございますけれども、その時にですね、き

ちんと先ほど笹原議員の質問にもございましたけれども、きちんと第三者を入れてで

すね、やっていただきたい。この事をぜひ確認を取っておきたいので、ご回答をお願

いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ありがとうございます。大変貴重なご提言だと思います。 

あくまでもその財政シミュレーションそのものを経てるのは行政内部でやりたい

なと思っておりますけれども、それが完成した暁には、あるいは議会の皆様にお示し



 

 66 

をする段階では、またそのような事も充分念頭に入れて、考えて生きたいと思ってお

りますので、ご理解をお願い致します。 

○８番（向山信博君） もう質問はございません、最後になりますけれども、私は今回

の事を踏まえて、今後、９月、１２月、３月まで、きちんとその材料を勉強しながら、

市長とは是々非々で議論して行きたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げ

まして、私の質問を終らせていただきます。 

 

 

◇関山博夫君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、７番、関山博夫君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 通告順に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

ちょっと年いって目が遠くなりましたので、原稿がちょっと大きくなって大変お見

苦しいのですが、あわら市が合併以来、最重要課題でありました、統合中学校建設を

含んだ新市建設計画の変更議案が、かつてなく多くの議員各位の賛成、反対の激しい

討論が行われた後、１４対７で可決され、事実上、統合中学校の建設が決定したのが、

ちょうど１年前でございますね、昨年６月定例会のことでございました。 

我々といいますか、賛成議員１４名は、区を代表される有識者各位、学校関係の各

位、ＰＴＡ代表者の各位、更に市民から手を上げられた有識者各位で構成する中学校

建設検討委員会の検討結果や教育委員会各位のご意見を踏まえ、前松木市長が教育改

革の是正、教育格差の是正、将来の生徒数の減少、市民の融和及び今後の市の財政見

通しなどを総合的に判断し、統合中学校建設が現時点での最良の選択であるとの判断

に対し、私達は全面的に支持をし、統合中学校の建設に賛成をして、今日にいたった

わけでございます。 

しかし、この度の市長選挙におきまして、２校存続を公約された、橋本市長が当選

をされました。２校を存続を支持されたものと判断をせざるを得ない結果でございま

す。 

橋本市長におかれましては、２校存続を旗印に当選されたものの、財政計画は無く、

当面の事業は、踏襲していくと発言されても、その担保は全く示すことが出来ないの

でございます。 

そこで橋本市長にお尋ねをいたします。私達統合中学校建設のですね、議員各位、

統合中学校を最良の選択としたひとつの要因に、教育格差の是正がございます。 

これは、言うまでもなく、芦原、金津両中学校は、同年代に建設されたものでござ

います。 

先ほど、多くの議員がそれを述べられましたので、３８年、３９年、市長の公約は、

芦原中学校は改築である、そして、金津中学校は、耐震診断の結果を前提に耐震補強
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及び改修という事でございますね。 

そこで、この定例会に金津中学校の耐震診断調査の委託料を補正予算として計上さ

れておられます。 

さて、私どう考えても合点がいかない事がございます。どうして一方が新築で、最

新の機器が揃った学校となり、片方が筋交いが入った４０年ぐらいを経過したですね

建物でそのままで融和、いわゆる両市民の双方のご理解を、あるいはご納得をいただ

けるのでしょうか。更に財政が厳しいのなら、芦原中学校も耐震補強してはいかがで

あるかと、こういうような事です。 

先ほど、向山議員が両方建てろという事でございますが、私はそういう事じゃなく

て、財政が許さないならですね、いわゆるイコールフィッティング、教育格差の是正

という事であるならば、両方とも直していいんじゃないかと、金津が直すなら、芦原

も直していいんじゃないか、そこが論点なわけでございますので、そこのところから

始めさせていただきたいと思います。 

既にですね、芦原中学校が実施しているところの、建物耐力度調査は、改築を前提

とした調査でございます。 

教育の是正、また将来の財政を見据えてと併せて、芦原中学校の耐震診断調査を実

施するお気持ちがあるのかお尋ねをいたします。 

ちょっと余談になりますけれども、先ほどいろんな方が申されておりますが、そう

いう形の中でですね、考えてみたらですね、私でしたら民意という物を前提に市長に

おなりになった橋本市長、逆にいいますと民意をもう一度色々聞かれてですね、いわ

ゆる下からのボトムアップ、いわゆるトップダウンの考え方ではなくて、あくまでも

平たく下から行くんだったら下から積み上げていこうじゃないかと、石も下から積み

上げなければ上から積み上げて、中ずりにしておくわけにはいかないという事でござ

いますから、そこら辺どの事でございます。 

翻って思いますに、これすなわち松木前市長が掲げた、教育環境の格差是正のもう

一つのあり方ではないかなと存じますが如何でありましょう。 

イコールフィッティング、格差是正、いわゆる金津、芦原、そして各小学校７校、

いわゆるプラス３校、すべての教育環境のいわゆる問題というのはどういう事かとい

いますと、一般市民というのは、明確な数値を示す事によって安心して、要するに教

育環境のところへ子供を送る事ができるんだと、いわゆる先ほどハードの問題、ソフ

トの問題という事を言われますが、そういう事に限らず、数値の問題ではないかなと

私はそのように考えております。 

新しきもの好きのアメリカでもあらゆる建物を大切にして次々と壊さずに手直し

をして残しております。右肩上がりの高度成長期は既に成熟社会となって、要は安心

と安全の上で、清潔と快適が確保されている公共施設というものとですね、共に生き

ていくという事がその地域の輝かしい文化のあり方を子供に示す事ではないでしょ

うか。 

良きを残し、悪きを絶ち、さらに直し抜き、継続していく、私の考え方はそういう
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ような考え方でございます。今、まさに使い捨て文明からの脱却、今時の人々、時代

人はそれを求めておられるのでは無いでしょうか。 

千利休の「埋め木、多きが、面白し」物を大切にしていく事、そういう感動をです

ね、子供達に我々、また先人各位から教え伝えていく事、我があわら市の新たなる文

化の発信となるのでは無いでしょうか。 

いつの時代でも、子供達を思う気持ちは誰も変りません。教育の府である学校を心

から愛する、母校を愛していく、その母なる学校を引き継いでいく所のそれすなわち、

学校でありまして、小学校であれ、中学校であれ、変らぬ学び舎であるのではないか、

先人達から私達へ、私達から子供達へと引き継いでいく宝物、それは学校であります。 

先生と子供達であり、その励まし合いの協力中からかも出る師弟愛、慈愛、郷土愛

でありませんかという事でございます。 

質問の要点をちょっと先にせずに、遅らせてしまいましたので、以上を要旨を繰り

返させていただきますと、市長は二校を存続させるための財政計画策定に対して、必

要であるとし、金津中学校の耐震診断委託料を計上した補正予算を本定例会に提出さ

れております。 

市長は芦原中学校は改築、金津中学は原則として大規模改修とすると言っておられ

ます。二校とも建設年度はほぼ同時期であり、体力度調査のみを行なってる芦原中学

校についても、格差是正の上から耐震診断を決定すべきではないかという事でござい

ます。 

二つ目に進まさせていただきます。 

次に、長期財政シミュレーションと新市建設計画の財政計画との関係についてお尋

ねをいたします。 

本市の新市建設計画は、合併前の合併協議会において、平成１５年７月に作成され

たもので、その後２回の変更を重ね、現在に至っております。 

最初は、平成１６年１０月の変更で、これは「三国あわら斎苑組合が実施する葬斎

場整備事業の追加」であります。これには、財政計画の変更は行われておりません。 

２回目の変更は、昨年６月の変更であり、「芦原中学校校舎改築事業や金津中学校

校舎大規模改修事業」から「統合中学校建設への変更」、また「市役所庁舎の統合に

関する変更」などと、これら事業の変更、追加に伴う財政計画の見直しがされており

ます。 

新市建設計画には、旧両町において計画されていた事業などが数多く掲げられてい

るわけですが、ここに掲げられた事業すべてを実施しなければならないとは、私は思

っておりませんし、出来るわけもないということは、私も重々承知しております。財

政事情による事業の取捨選択が必要なものだという事も理解いたしております。 

そこで、市長にお尋ねをいたします。 

市の長期財政シミュレーションについては、現在及び将来見込まれる財政状況の実

施しようとする事業すべてを反映させた計画であると思われますが、その計画が変化

するとなれば、その都度、「新市建設計画の財政計画」も変更する必要があるのでは
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ないでしょうか。 

また、市長が申されている二校存続を前提とした長期財政シミュレーションとは、

更なる公共料金の値上げも視野に入れての、ものになるのかどうかをお尋ねいたした

いと思います。 

まさに、今市民は、市民各位に置かれましては、押しなべて不安が生じている、そ

れすなわち、学校問題だけにこだわっている、それによって公共料金のアップがある

んじゃないかと、それらのいわゆる沸々としたいわゆる疑問がですね、湧いている、

これをいかに払拭していって健全な、いわゆるあわら市の運営に繋いでいくか、それ

が重要な事ではないかと思っております。 

以上、趣旨、要旨を申し上げますと、合併前に作成された新市建設計画に掲げてあ

る、各種事業を財政計画については合併後において、一部変更が加えられているもの

の、抜本的に見直されているものではないと思われる。 

建設計画に掲載している各種事業については、財政事情により、その実施が困難な

事業もあるのではないか、市長の市の長期財政シミュレーションの変化する事から、

その都度、建設計画を変更すべきではないかという事でございます。 

続きまして３つめの質問をさせていただきます。 

３年前、旧芦原町と旧金津町が合併を調印、あらゆる統合を果し、ここにあわら市

庁舎が統合されております。 

前市長の並々ならぬご努力の結果、見事に分庁舎は統合を果し、全職員とまでもい

かないまでも、ほとんどの機能は集中し、あわら市として確実な成果を上げうる体制

は整ったところであります。 

さて、あわら市と命名される経緯は、詳しくは私は存じておりませんが、ＪＲ芦原

温泉駅があわら市の名付け親となったと、私は聞いておりますし、信じております。 

思えば、地形としては竹田川とその流域の豊な水と豊な土に恵まれた、このあわら

市、近代、日本黎明期の明治以降では、日本くまなく張り巡らされた開国発展の動力

としての鉄路、三国、芦原、そして金津がこの鉄路で繋がっていた事は、記憶に新し

いところでございます。記憶にも残っておるところでございます。 

この意味はですね、大きく考えますと、坂井地区全域、また北、嶺北をライフライ

ンとした、今もその存在を明らかにしているところでございます。 

それには、我が郷土が生んだ、初代、衆議院議長、杉田定一の残した貴重な遺産、

鉄路が我々を結束してきたのであると、私は信じております。過去を振り替えますれ

ば、あらゆる地域の発展の基礎には、国を思う人物が大きく係わってきたという事で

あります。 

さて、質問でありますが、時間がないので、詳しくは申せませんが、今、ＪＲ芦原

温泉駅にはバリアフリー施設は最も相応しい施設であると、私は考えております。 

どのような施設であれ、箱物、いわゆる階段、落差を繋ぐものでしのぐ事はもはや

過去、振り返れば第二次世界大戦、竹やりでＢ２９を落とすんだという精神論だけで

勝つ事を説いた事があったと伺いしているわけですが、いわゆる機能性を最重要視に




